
銭
屋
佐
兵
衛
と
公
債

須

賀

博

樹

は
じ
め
に

明
治
政
府
が
実
施
し
た
藩
債
処
分
は
、
両
替
商
の
大
名
貸
債
権
を
新
公
債
・
旧

公
債
へ
と
変
換
さ
せ
た
。
特
に
年
四
％
利
率
の
新
公
債
に
関
し
て
は
、
近
世
両
替

商
を
近
代
資
本
家
へ
と
転
身
さ
せ
て
い
く
上
で
大
き
な
役
割
を
果
し
た
も
の
と
評

価
で
き
よ
う
。
他
方
で
、
秩
禄
処
分
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
金
禄
公
債
も
資
本
の
役

割
を
担
う
こ
と
に
な
り
、
市
場
で
も
取
引
さ
れ
る
こ
と
で
資
産
運
用
の
手
段
に

な
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
大
坂
両
替
商
の
逸
身
家
銭

屋
佐
兵
衛
（
以
下
、
銭
佐
と
記
す
）
が
所
有
し
た
各
種
公
債
に
つ
い
て
詳
細
に
分

析
を
加
え
、
新
公
債
が
銭
佐
の
資
本
家
と
し
て
の
活
動
上
で
も
た
ら
し
た
効
果
、

金
禄
公
債
の
取
得
と
利
殖
の
実
態
を
述
べ
る
。

本
稿
で
分
析
対
象
と
す
る
基
本
史
料
は
、
銭
屋
佐
兵
衛
の

諸
家
貸

（
嘉
永

元
年

明
治
一
九
年
）
で
、
便
宜
上
そ
の
目
次
を
示
す
と
表

に
な
る
（

）
。
こ
れ
は

大
名
貸
帳
簿
の
一
つ
で
貸
付
先
毎
に
貸
付
を
行
っ
た
年
月
日
・
額
及
び
年
月
日
を

記
載
し
て
い
る

（

）
。

諸
家
貸

で
は
各
勘
定
の
毎
年
年
末
の
残
高
が
符
牒
で
記
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
符
丁
は

ハ一

ヤニ

ヲ三

キ四

ワ五

フ六

ク七

ノ八

カ九

ミ一

で
あ
る
。
そ
し
て
、
銭

佐
で
所
有
し
た
こ
と
が
あ
る
公
債
は
、
旧
公
債
・
新
公
債
・
軍
事
公
債
・
金
録
公

債
・
起
業
公
債
で
あ
る
。
こ
れ
ら
公
債
が
若
干
交
じ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
基
本
四

つ
の
勘
定
で
記
載
が
行
わ
れ
て
お
り
、
史
料
中
に

金
録
（
マ
マ
）

座

新
債
座

と
い

う
表
現
も
あ
る
こ
と
か
ら

座
（

）

と
も
称
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

諸
家

貸

の
中
で
こ
の
四
つ
の
勘
定
は
、
前
か
ら

・

・

・

番
目
に
位
置
す

る
。

諸
家
貸

の
公
債
に
関
係
す
る
四
つ
の
勘
定
は
、
現
在
の
勘
定
形
式
に
直

し
て
考
察
を
加
え
て
い
く
が
、
基
本
的
に
は

諸
家
貸

の
見
出
し
の
名
称
を
勘

定
科
目
名
と
し
て
呼
ん
で
い
く
こ
と
に
す
る
。
尚
、
後
に
出
て
く
る

諸
家
貸

か
ら
の
引
用
史
料
で
、

で
囲
ん
だ
一
二
支
印
は
全
て
朱
印
で
あ
る
。



銭
佐
の
研
究
（

）
に
つ
い
て
は

両
替
商

銭
屋
佐
兵
衛

に
も
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
が
、
銭
佐
が
所
有
し
た
各
種
公
債
に
つ
い
て
は
、
幕
末
の
大
名
貸
経
営
と
明
治

の
藩
債
処
分
で
、
明
治
一
三
年
（
一
八
八

）
三
月
に
大
阪
で
二
番
目
の
私
立
銀

行
と
し
て
設
立
さ
れ
た
逸
身
銀
行
（
資
本
金
一

万
円
）
の
経
営
と
の
関
連
で
、

そ
の
意
義
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（

）
。

小
林
延
人
は
銭
佐
の
新
公
債
・
旧
公
債
の
形
成
で
の
特
徴
を
、
天
保
一
四
年

（
一
八
四
三
）
以
前
の
債
権
で
あ
る
古
債
率
が
低
い
点
、
借
り
換
え
を
積
極
的
に

進
め
た
こ
と
で
旧
公
債
の
割
合
が
低
く
な
っ
た
点
、
朝
敵
藩
へ
の
貸
付
が
少
な
い

表 銭佐 諸家貸 目次

見出し 書き出し

附込

新公債 新公債証券

高鍋 日州高鍋 秋月佐渡守様

高鍋家中 日州高鍋 秋月佐渡守様 御家中衆

岸和田 泉州岸和田 岡部美濃守様

小田原 相州小田原 大久保加賀守様

蒔田 備中井出 蒔田左衛門様

庭瀬 備中庭瀬 板倉摂津守様

金禄 金禄公債証券 軍事公債証券

伯太 泉州伯太 渡辺備中守様

妙法院 妙法院宮

妙法院貸付 妙法院宮御貸附

肥前 肥前佐賀 松平肥前守様

肥前年済 肥前佐賀 松平肥前守様 年済分

因州 因州鳥取 松平因幡守様

因州家老 因州鳥取 松平因幡守様 御家中分

記載なし 弐番 肥後熊本 細川越中守様

土浦 常州 土屋采女正様

徳山 防州徳山 毛利淡路守様

永上納分

旧公債 旧公債証券

記載なし 弐番 泉州伯太 渡辺備中守様

記載なし 予州吉田 伊達従五位様

見出しなし （内容は明治 年の旧公債・新公債・軍事公債）

記載なし 肥前五島 五島左衛門尉様

記載なし 弐番 備中浅尾 蒔田相模守様

記載なし 阿波徳島 松平阿波守様

記載なし 土佐高知 松平土佐守様

記載なし 肥後熊本 細川越中守様

記載なし 勢州津 藤堂和泉守様

記載なし 土州御家老宿毛 山内主馬様

記載なし 弐番 泉州岸和田 岡部美濃守様

記載なし （内容は嘉永元年 明治 年の各年残高）

新公債 新公債証券

金禄 金禄公債証券 軍事公債証券

旧公債 旧公債証券

見出しなし （内容は明治 年の旧公債・新公債・軍事公債）

参考） 諸家貸 （嘉永元年 明治 年〔大阪歴史博物館寄託 逸身家文書
─ 〕）。
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点
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
逸
身
家
が
取
得
し
た
公
債
は
、
新
公
債
六
万
一
八

五
五
円
と
旧
公
債
八
九
三
九
円
、
そ
の
内
、
藩
債
が
転
化
し
た
も
の
は
新
公
債
四

万
二
六
一
五
円
と
旧
公
債
八
三

円
（
計
五
万
九
一
五
円
円
程
）
に
な
る
と
し

て
い
る
。
し
か
し
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
不
明
な
点
や
実
証
が
困
難
な
点
も
多
い

の
も
事
実
で
あ
る
。

確
か
に
銭
佐
が
所
有
し
た
新
公
債
と
旧
公
債
の
残
高
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と

は
大
変
困
難
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
れ
ま
で
受
取
利
息
高
を
明
確
に
し
に
く
か
っ
た

部
分
で
も
あ
る
。
ま
た
、
筆
者
は
因
州
鳥
取
藩
債
か
ら
は
、
旧
公
債
に
該
当
す
る

も
の
は
無
く
、
全
て
新
公
債
で
の
採
用
だ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

中
西
聡
は
明
治
六

三
三
年
（
一
八
七
三

一
九

）
の
各
年
度
末
時
点
の

公
債
所
有
残
高
で
あ
る

逸
身
佐
兵
衛
店
公
債
所
有
額
の
動
向

を
掲
げ
て
お

り
、
そ
れ
を
示
す
と
表

に
な
る
。
同
店
は
一
八
七

年
代
半
ば
に
藩
債
の
新
公

債
へ
の
切
り
替
え
を
積
極
的
に
進
め
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
不
動
産
と
並
ぶ
同

店
の
主
要
な
資
産
と
な
っ
た
。
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
の
反
動
恐
慌
の
際
に

逸
身
銀
行
は
預
金
取
り
付
け
に
見
舞
わ
れ
て
日
本
銀
行
の
融
資
に
よ
り
救
済
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
際
に
銭
佐
所
有
の
新
公
債
の
一
部
が
逸
身
銀
行
に
提
供
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
、
諸
公
債
を
逸
身
銀
行
へ
繰
り
入
れ
し
て
売
却
し
、
そ
れ
を
積
立
金
へ

回
し
て
補
て
ん
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

表 逸身佐兵衛店公債所有額の動向

年末 新公債 旧公債 金録公債 合計

円 円 円 円

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治 軍事公債

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

注 ） 諸家貸 （嘉永元年 明治 年〔大阪歴史博物館
寄託 逸身家文書 ─ 〕より作成。
注 ）各年末時点の公債所有残額を示した。旧公債の

年末時点の所有額は不明。
出典）逸身喜一郎・吉田伸之編 両替商 銭屋佐兵衛
（ 逸身家文書 研究） 東京大学出版会、
年、 頁。



こ
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
新
公
債
は
政
府
の
償
還
期
限
直
前
で
あ
る
た
め
、
銭

佐
の
新
公
債
が
逸
身
銀
行
へ
一
時
的
な
担
保
と
し
て
提
供
さ
れ
、
逸
身
銀
行
は
そ

の
償
還
の
結
果
に
よ
っ
て
一
度
は
危
機
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
表

の
金
額
は

諸
家
貸

の
取
得
金
額
で
の
残
高
で
あ
る
た
め
、
銭

佐
が
所
有
す
る
各
種
公
債
の
額
面
金
額
が
正
確
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
問
題
も
存

在
す
る
。
公
債
は
取
得
時
の
金
額
で
勘
定
へ
計
上
さ
れ
て
い
る
た
め
、
交
付
や
譲

請
で
は
額
面
金
額
の
ま
ま
で
、
購
入
で
は
取
得
金
額
で
計
上
さ
れ
て
い
る
た
め
問

題
も
生
じ
る
。
一
つ
は
額
面
金
額
と
取
得
金
額
の
差
が
あ
る
た
め
償
還
前
後
ど
こ

か
の
時
点
で
そ
の
差
を
埋
め
る
処
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
銭
佐
は
こ
れ
を

ど
の
時
点
で
ど
の
よ
う
に
行
っ
た
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。
二
つ
は
特
に
新
公
債

で
の
課
題
に
な
る
が
、
政
府
か
ら
利
息
が
交
付
さ
れ
る
際
は
公
債
の
額
面
金
額
に

基
づ
く
た
め
、
勘
定
を
詳
細
に
検
証
し
て
い
く
こ
と
で
所
有
す
る
公
債
の
額
面
金

額
高
を
そ
の
都
度
把
握
し
、
新
公
債
か
ら
の
受
取
利
息
高
の
推
計
を
試
み
る
。

以
上
を
踏
ま
え
本
稿
で
は
、
詳
細
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
な
い

諸
家
貸

の

各
種
公
債
の
四
つ
の
勘
定
を
分
析
し
て
、
各
種
公
債
の
交
付
や
取
引
実
態
（
譲

請
・
購
入
・
売
却
）
や
銭
佐
の
受
取
利
息
の
実
態
に
迫
る
こ
と
が
目
的
に
な
る
。

通
常
の
有
価
証
券
取
引
で
は
取
得
金
額
が
基
準
に
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
公
債
の

額
面
金
額
を
中
心
に
、
銭
佐
が
購
入
時
の
公
債
価
格
に
も
注
目
す
る
。

一

銭
佐
所
有
の
新
公
債
の
背
景

銭
佐
が
所
有
し
た
新
公
債
で
、
譲
受
と
交
付
の
背
景
に
特
徴
が
あ
る
も
の
に
つ

い
て
説
明
を
加
え
て
い
き
た
い
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
四
月
一
八
日
に
銭
佐

は
鴻
池
善
五
郎
家
よ
り
新
公
債
五

円
が
譲
ら
れ
た
。
同
五
年
一

月
二

日

に
大
阪
府
か
ら
大
蔵
大
輔
井
上
馨
へ
出
さ
れ
た
、
山
中
家
所
有
藩
債
処
分
に
関
し

て
、
鴻
池
善
五
郎
家
の
状
況
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

府
下
今
橋
通
二
丁
目
山
中
善
五
郎
儀
、
古
来
旧
諸
藩
エ
貸
付
金
有
之
内
、
他

借
を
以
致
用
弁
候
分
凡
十
万
円
斗
有
之
、
然
ニ
廃
藩
已
後
融
通
利
潤
之
道
打

絶
難
渋
罷
在
而
已
な
ら
ず
、
右
他
借
向
ニ
ヨ
リ
一
時
返
金
を
催
促
ニ
及
、
既

ニ
当
春
貸
主
共
よ
り
出
訴
致
候
砌
、
身
代
限
取
立
候
外
無
之
処
、
旧
藩
債
御

下
渡
有
之
時
ハ
借
財
を
償
却
し
余
分
を
以
屹
度
家
名
再
興
も
可
致
程
之
儀
ニ

付
、
町
役
人
と
も
種
々
手
を
尽
し
、
右
藩
債
御
下
渡
し
を
目
的
と
し
て
貸
主

共
え
返
金
之
期
当
九
月
迄
延
引
之
頼
談
ニ
及
ヒ
辛
し
て
承
認
を
得
（
中
略
）

最
早
期
限
も
過
去
り
未
タ
藩
債
御
処
分
も
無
之
、（
中
略
）
尤
府
下
独
り
善

五
郎
而
已
な
ら
ず
此
類
数
多
有
之
候
ニ
付
、
藩
債
御
下
渡
之
期
日
予
メ
御
見

込
之
程
御
指
示
し
相
成
候
ハ

、
其
辺
を
双
方
え
理
解
之
致
方
も
可
有
之
（

）

鴻
池
善
五
郎
家
の
大
名
貸
の
中
で
、
大
名
家
へ
の
貸
付
金
の
中
に
は
他
商
人
か

ら
の
借
入
金
を
運
用
し
て
い
る
分
が
一

万
円
程
あ
っ
た
。
鴻
池
善
五
郎
家
で

は
、
廃
藩
以
後
は
融
通
利
潤
の
道
が
杜
絶
し
た
の
み
な
ら
ず
、
債
権
者
よ
り
返
金

を
求
め
ら
れ
出
訴
さ
れ
て
い
た
。
政
府
よ
り
旧
藩
債
が
下
げ
渡
さ
れ
た
な
ら
ば
、

そ
れ
で
債
権
者
へ
返
済
を
行
い
、
そ
の
余
分
で
家
名
再
興
も
考
慮
に
入
れ
て
、
債

権
者
へ
の
返
済
期
限
は
明
治
五
年
九
月
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
期
限
も
過
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ぎ
て
も
政
府
よ
り
旧
藩
債
が
渡
さ
れ
る
見
込
み
も
な
い
。
鴻
池
善
五
郎
家
の
み
な

ら
ず
府
下
に
こ
の
よ
う
な
商
人
が
多
く
い
る
た
め
、
政
府
の
旧
藩
債
下
げ
渡
し
の

期
日
を
示
し
て
く
れ
れ
ば
、
債
権
者
と
示
談
が
付
け
や
す
い
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
明
治
五
年
一
一
月
二
日
に
井
上
馨
か
ら
の
返
答
で
は
、
藩
債
処
分

に
つ
い
て

書
面
藩
債
御
処
分
之
儀
ハ
、
御
国
内
一
般
之
事
ニ
而
、
此
節
確
定
難

及
、
差
図
精
々
取
調
中
ニ
付
、
遅
ク
モ
来
春
ニ
ハ
夫
々
御
処
分
可
有
之

と
し

て
、
処
分
期
日
の
確
定
は
で
き
な
い
が
同
六
年
春
に
は
示
し
た
い
と
述
べ
て
い

る
（

）
。
銭
佐
が
鴻
池
善
五
郎
家
よ
り
譲
ら
れ
た
新
公
債
は
、
鴻
池
善
五
郎
が
他
借
に

よ
り
大
名
貸
を
行
っ
て
い
た
分
の
返
済
と
考
え
ら
れ
る
。

銭
佐
へ
交
付
さ
れ
た
新
公
債
で
も
、
小
田
原
藩
債
で
は
次
の
よ
う
な
独
特
な
例

が
見
ら
れ
た
。
銭
佐
の
小
田
原
藩
債
は
、
新
公
債
に
九
三
五
円
九

・
八
九
銭
の

一
件
が
採
用
さ
れ
た

（

）
。

小
田
原
藩
は

戊
辰
ノ
年
家
名
新
立
ノ
月
以
来
新
規
藩
用
ノ
借
口
ノ
ミ
公
債
ニ

相
立
候
（

）

と
い
う
よ
う
に
朝
敵
藩
で
あ
る
。
銭
佐

日
記

の
明
治
元
年
一
一
月

一
四
日
条
に
あ
る
山
崎
彦
四
郎
・
石
原
五
郎
左
衛
門
よ
り
到
来
し
た
一
一
月
一
一

日
付

小
田
原
廻
状

に
も
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
藩
主

大
久
保
忠
礼
が
重
く
譴
責
を
受
け
て
謹
慎
し
て
い
た
が

今
般
以
出
格

御
寛
典

永
蟄
居
被
仰
付
、
家
督
之
義
者
同
性
（
姓
）

中
務
少
輔
殿
嫡
子
岩
丸
江
願
之
通
相
続
被

仰
付
七
万
五
千
石
被
下
置
候
段
被

仰
出
難
有
被
奉
存
候
旨
申
越
候
（

）

と
あ
る
こ

と
か
ら
、
永
蟄
居
に
な
り
、
家
督
は
大
久
保
教
義
の
長
男
岩
丸
（
後
の
大
久
保
忠

良
）
へ
願
い
通
り
替
わ
る
こ
と
に
な
り
、
減
封
さ
れ
て
七
万
五

石
を
相
続

す
る
こ
と
が
知
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
藩
だ
が
、
新
公
債
の
形
成

過
程
で
は
同
二
年
一
二
月
の

借
用
金
証
文
之
事

に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

借
用
金
証
文
之
事

安
政
六
年
未
年
出
銀
百
貫
目
之
口
追
々
済
入
残

一
、
銀
弐
拾
貫
目

此
金
百
弐
十
四
両
三
朱
・
永
卅
六
文
壱
分

但
平
均
相
庭
百
六
十
一
匁

元
治
元
子
年
出
銀
百
貫
目
之
口
追
々
済
入
残

一
、
銀
六
拾
貫
目

此
金
三
百
七
拾
弐
両
弐
歩
弐
朱
・
永
四
十
五
文
八
分
壱
厘

但
平
均
相
場
百
六
十
一
匁

慶
応
元
丑
年
出
銀
五
十
貫
目
之
口
追
々
済
入
残

一
、
三
拾
六
貫
目

此
金
弐
百
廿
三
両
弐
歩
壱
朱
・
永
三
十
九
文
九
分
八
厘

但
平
均
相
庭
百
六
十
一
匁

同
三
夘
年
十
一
月
出
銀
五
拾
貫
目
之
分

一
、
五
拾
貫
目

此
金
弐
百
八
拾
弐
両
壱
歩
・
永
拾
弐
文
六
分
弐
厘

但
平
均
相
庭
百
七
十
七
匁
壱
分
四
厘

金
千
弐
両
三
歩
・
永
九
文
五
分
壱
厘

此
三
拾
ヶ
年
賦

金
三
拾
三
両
壱
歩
弐
朱
・
永
五
十
文
三
歩
壱
厘
七
毛
宛

巳
暮
済
入

午
暮
済
入

未
暮
済
入

申
暮
済
入



酉
暮
済
入

戌
暮
済
入

亥
暮
済
入

子
暮
済
入

丑
暮
済
入

寅
暮
済
入

夘
暮
済
入

辰
暮
済
入

巳
暮
済
入

午
暮
済
入

未
暮
済
入

申
暮
済
入

酉
暮
済
入

戌
暮
済
入

亥
暮
済
入

子
暮
済
入

丑
暮
済
入

寅
暮
済
入

夘
暮
済
入

辰
暮
済
入

巳
暮
済
入

午
暮
済
入

未
暮
済
入

申
暮
済
入

酉
暮
済
入

戌
暮
済
入

右
者
当
藩
就
入
用
近
年
借
用
口
々
年
々
元
利
済
入
取
斗
居
候
所
、
今
般
及
御

演
舌
候
通
追
々
藩
債
相
嵩
会
計
難
立
行
候
間
不
得
止
事
、
無
利
足
三
拾
ヶ
年

賦
返
弁
之
儀
御
頼
申
候
所
速
ニ
御
承
知
被
下
候
ニ
付
而
者
、
前
書
年
割
之
通

毎
暮
無
相
違
返
済
可
致
候
、
為
後
証
依
而
如
件

明
治
二
己
巳
年
十
二
月

小
田
原
藩

三
木
式
左
衛
門

久
保
田
好
太
郎

大
庭
保
三

福
住
英
勇

牧
野
汀

逸
身
佐
兵
衛
殿

前
書
之
通
相
違
無
之
候
、
以
上

三
幣
玄

石
原
戒
三

（

）

安
政
六
年
（
一
八
五
九
）・
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）・
慶
応
元
年
（
一
八
六

五
）・
慶
応
三
年
の
借
銀
四
口
で
三

貫
目
だ
っ
た
が
、
一
三
四
貫
目
が
元
入

れ
さ
れ
、
残
高
一
六
六
貫
目
だ
っ
た
。

明
治
二
年
一
二
月
に
藩
と
銭
佐
の
間
で
藩
債
整
理
が
な
さ
れ
、
借
銀
四
口
の
残

高
一
六
六
貫
目
は
、
平
均
相
場
一
六
一
匁
か
一
七
七
・
一
四
匁
で
金
高
へ
と
直
さ

れ
、
一

二
両
三
分
と
永
九
・
五
一
文
に
な
っ
た
。
こ
の
藩
債
整
理
で
は
無
利

息
三

年
賦
と
な
り
、
毎
年
暮
に
金
三
三
両
一
分
二
朱
と
永
五

・
三
一
七
文
ず

つ
を
元
入
れ
す
る
こ
と
に
な
り
、

巳
暮
済
入

戌
暮
済
入

は
同
二

三

一
年
（
一
八
六
九

一
八
九
八
）
の
三

年
賦
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
実
際
に
は
、
同
二

三
年
分
（
金
六
六
両
三
分
と
永
一

・
六
三
四

文
）
だ
け
を
元
入
れ
し
た
だ
け
で
同
四
年
の
藩
債
処
分
を
迎
え
た
。

原
則
と
し
て
明
治
元
年
以
前
の
貸
出
銀
高
の
た
め
旧
公
債
に
該
当
す
る
が
、
朝

敵
藩
で
あ
り
家
名
新
立
以
前
で
あ
る
た
め
不
採
用
の
藩
債
の
筈
だ
が
、
家
名
新
立

後
に
藩
債
整
理
が
行
わ
れ
た
た
め
に
新
公
債
に
な
っ
た

（

）
。

二

各
種
公
債

新
公
債

新
公
債
は
年
四
％
利
付
で
、
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
一

月
に
償
還
を
終

了
し
た
。
新
公
債
は
同
一

年
以
前
に
は
株
式
取
引
所
で
の
相
場
が
立
っ
て
い
な

か
っ
た
た
め
相
場
価
格
の
記
載
は
な
い
（

）
。

諸
家
貸

に
お
け
る
見
出
し
は

新
公
債

と
あ
り
、
標
題
は

新
公
債
証

券

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
勘
定
の
形
式
に
書
き
換
え
た
も
の
が
表

に
な

る
。
借
方
に
は
交
付
・
譲
請
・
購
入
・
付
替
を
、
貸
方
に
は
抽
籤
償
還
等
を
記
し

た
。
し
か
し
注
意
を
要
す
る
の
は
、
貸
方
で
償
還
は
記
し
て
い
る
も
の
の
、
新
公
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表
券
証
債
公
新

年
方
借

号
番

要
摘

日
月

年
方

貸
号

番
要

摘
日

月

円
円

治
明

）
付
交

面
額

）
円

治
明

）
付
交

面
額

）
円

治
明

り
よ
殿
郎
五
善
中
山

）
請
譲

面
額

）
円

治
明

証
内
之
金
賦
割
社
会
換
為

券
）
請
譲

面
額

）
円

治
明

）
付
交

面
額

）
円

治
明

証
内
之
金
賦
割
社
会
換
為

券
）
請
譲

面
額

）
円

治
明

）
付
交

面
額

）
円

治
明

証
内
之
金
賦
割
社
会
換
為

券
）
請
譲

面
額

）
円

治
明

証
内
之
金
賦
割
社
会
換
為

券
）
請
譲

面
額

）
円

治
明

入
購

面
額

）
円

治
明

午
当

治
明

り
当

籤
年）

）
還

償

治
明

入
購

面
額

）
円

治
明

入
購

面
額

）
円

治
明

入
購

面
額

）
円

治
明

申
当

治
明

り
当

籤
年）

）
還

償

治
明

替
付
り
よ
座
録
金

治
明

ル
上
へ
内
之
金
利
分
違
直

治
明

入
購

面
額

）
円

治
明

巳
当

治
明

分
籤

抽
年）

）
還

償

治
明

午
当

治
明

分
籤

抽
年）

）
還

償

治
明

申
当

治
明

分
籤

抽
年）

）
還

償

治
明

申
当

治
明

分
籤

抽
年）

）
還

償

治
明

申
当

治
明

済
還

償
皆

悉
年）

治
明

分
違

付
ニ

済
還
償
債
公
新

治
明

残
引
済
還
償
債
公
新

面
額

）
円

治
明

り
よ
殿
郎
五
善
中
山

）
請
譲

面
額

）
円

治
明

巳
当

治
明

分
籤

抽
年）

）
還

償

治
明

午
当

治
明

分
籤

抽
年）

）
還

償

治
明

申
当

治
明

分
籤

抽
年）

）
還

償



債
に
関
す
る
年
四
％
の
受
取
利
息
に
つ
い
て
の
記
載
は
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
別

に
利
益
処
理
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
史
料
の
一
部
を
引
用
し
て
解
説
し
て
い
く
が
、
矢
印
先
に
は
表

か
ら
の

内
容
（
番
号
、
抽
籤
償
還
）
と
表

か
ら
の
内
容
（
公
債
所
有
額
つ
ま
り
帳
簿
上

残
高
）
に
関
連
し
て
い
る
。
特
に
明
治
一
七

二
六
年
（
一
八
八
四

一
八
九

三
）
に
お
け
る
新
公
債
の
償
還
と
補
充
、
新
公
債
の
取
得
金
額
と
額
面
金
額
と
の

差
の
補
て
ん
、
償
還
期
限
前
の
大
き
な
償
還
例
の
箇
所
を
示
す
。

明
治
十
七
甲
申
一
月
吉
日

申
四
月
十
七
日

申
一
、
金
千
円

取

抽
籤
償
還

当
申
年
・

（
朱
点
）

籤
当
り
ほ
印
五
拾
円

証
券
弐
拾
枚

四
月
廿
一
日

・
（
朱
点
）

印
分
残
ハ
ク
ヲ
ク

（
一

七

三

七
）

申
一
、
金
七
百
六
拾
四
円

か
し

取
得
金
額

額
面
千
円
代
・
（
朱
点
）

額
面
金
額

明
治
十
七
甲
申
十
二
月

残
ワ
キ

ミ
ヲ

（
五

四

一

三
）

帳
簿
上
残
高

明
治
二
十
丁
亥
一
月
吉
日

一
月
六
日

一
、
金
千
七
百
三
拾
七
円

か
し

金
禄
よ
り
付
替

金
録
座

（
マ
マ
）

付
替

亥
一
、
同
五
拾
円

か
し

値
違
い
分

直
違
分
利
金
之
内
へ
上
ル

明
治
二
十
丁
亥
一
月

残
ワ
ワ
ノ

（
五

五

八

）

帳
簿
上
残
高

明
治
二
十
二
已

（
己
）
丑
一
月
吉
日

七
月
十
六
日

丑
一
、
金
千
六
拾
六
円
四
拾
銭

か
し

取
得
金
額

額
面
千
六
百
円
代
六
十
六
円
六
十
五
銭
か
へ

額
面
金
額

明
治
二
十
二
己
丑
七
月

残
ワ
フ
ノ
フ
フ
キ

（
五

六

八

六

六

四

）

帳
簿
上
残
高

明
治
二
十
六
癸
巳
一
月
吉
日

五
月
十
六
日

巳
一
、
金
壱
萬
六
千
弐
百
弐
拾
五
円

取

抽
籤
償
還

当
巳
年
抽
籤
分

特
に
史
料
で
は
、
明
治
二

年
一
月
の
新
公
債
残
高
は
五
万
五
八

円
で
、

同
二
二
年
七
月
一
六
日
に
額
面
金
額
一
六

円
を
一

六
六
円
四

銭
で
取

得
し
、
新
公
債
残
高
は
五
万
六
八
六
六
円
四

銭
と
な
る
。
同
二
六
年
五
月
一
六

日
に
新
公
債
一
万
六
二
二
五
円
の
抽
籤
償
還
が
あ
っ
た
。
次
に
表

を
考
察
し
て

い
き
た
い
。

ま
ず
、
借
方
か
ら
説
明
を
加
え
る
が
、
額
面
金
額
で
計
上
さ
れ
た
も
の
は
明
治

九

一
四
年
（
一
八
七
六

一
八
八
一
）
の
合
計
で
五
万
五
七
五

円
（

）
に
な
る
。
政
府
の
藩
債
処
分
の
結
果
と
し
て
交
付
さ
れ
た
も
の
が



銭屋佐兵衛と公債

で
五
万
二
八
七
五
円
、
証
券
で
は

明
治
六
年
一

月
一
日
に
五
二
二
五
円
（
五

証
券
を
一

枚
・
一

円
証
券
を
二
枚
・
二
五
円
証
券
を
一
枚
）、

同

七
年
三
月
八
日
に
三
万
二
三
五

円
（
一

円
証
券
を
一

枚
・
五

円
証

券
を
二
二
四
枚
・
二
五
円
証
券
を
四
四
六
枚
）、

同
七
年
一
二
月
一
八
日
に
五

五

円
（
五

円
証
券
を
五

枚
・
二
五
円
証
券
を
一

二
枚
）、

同
八
年

三
月
三

日
に
一
万
二
五

円
（
五

円
証
券
を
一

枚
・
二
五
円
証
券
を
二

一

枚
）
を
受
け
取
っ
た
。

譲
請
に
よ
る
も
の
が

で
二
八
七
五
円
に
な
る
。
ま
ず
、

明
治
七

年
四
月
一
八
日
に
山
中
家
鴻
池
屋
善
五
郎
よ
り
五

円
（
一

円
証
券
を
五

枚
）
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
次
に
、

為
替
会
社
割
賦
金
之
内
証
券

で
は

同

七
年
七
月
二
日
に
一

円
（
一

円
証
券
一

枚
）
と

同
七
年
一
二
月

二
四
日
に
二
五

円
（
一

円
証
券
二
枚
・
五

円
証
券
を
一
枚
）、

同
八

年
六
月
一
八
日
に
八

円
（
五

円
証
券
を
一
六
枚
）
と

同
八
年
一
二
月
一

五
日
に
三
二
五
円
（
二
五
円
証
券
を
一
三
枚
）
を
受
け
取
っ
た
。

取
得
金
額
で
計
上
さ
れ
た
も
の
は
全
て
明
治
一
五
年
以
降
で
、
何
れ
も
購
入
に

よ
る

・

の
五
件
が
あ
げ
ら
れ
、
額
面
金
額
で
は
六
一

円
、
取
得
金

額
で
は
三
七
七
九
円
四

銭
で
あ
る
。
引
用
史
料
に
も
出
て
い
る
が
、
特
に
・
（
朱
点
）

が
付
さ
れ
て
い
る
借
方

と
貸
方
の
同
一
五
年
四
月
二
一
日
・
同
一
七
年
四

月
一
七
日
の
償
還
は
、
額
面
金
額
と
取
得
金
額
と
の
差
が
一
七
三
七
円
と
認
識
さ

れ
て
い
る
。

明
治
一
五
年
に
お
い
て
、
貸
方
で
は
四
月
二
一
日
に
は

す
印

五

円
証
券

を
六
九
枚
、
計
三
四
五

円
が
抽
選
で
当
た
り
銭
佐
に
と
っ
て
初
の
新
公
債
償
還

が
さ
れ
、
額
面
金
額
の
残
高
五
万
二
三

円
と
な
っ
た
。
貸
方
で
の
償
還
は
額

面
金
額
で
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
銭
佐
で
は
こ
の
償
還
分
の
補
充
を
次
の
よ

う
に
行
っ
て
い
る
。
借
方
で
は

償
還
同
日
の
四
月
二
一
日
に
額
面
金
額
二

円
を
一
一
二
四
円
（
額
面
金
額
よ
り
減
価
四
三
・
八
％
）
で
、

七
月
一
三
日

に
額
面
金
額
一

円
を
五
五

円
（
額
面
金
額
よ
り
減
価
四
五
％
）
で
、

七
月
二
七
日
に
額
面
金
額
五

円
を
二
七
五
円
（
額
面
金
額
よ
り
減
価
四

五
％
）
で
購
入
し
て
お
り
、
合
計
で
額
面
金
額
三
五

円
を
補
充
し
て
償
還
さ

れ
た
ほ
ぼ
同
等
の
額
面
金
額
を
資
産
と
し
て
再
び
組
み
入
れ
た
。
そ
の
た
め
、
同

一
五
年
末
の
新
公
債
に
関
し
て
、
額
面
金
額
の
残
高
五
万
五
八

円
と
な
っ
た

（
帳
簿
上
の
残
高
で
は
五
万
四
二
四
九
円
）。
翌
同
一
六
年
も
こ
の
勘
定
で
の
変

動
は
な
い
。

明
治
一
七
年
に
お
い
て
、
貸
方
で
は
四
月
一
七
日
に
は

ほ
印

五

円
証
券

を
二

枚
、
計
一

円
が
抽
選
に
当
た
り
償
還
さ
れ
た
。
そ
し
て
償
還
分
の

補
充
は
、
借
方
で
は

四
月
二
一
日
に
額
面
金
額
一

円
を
七
六
四
円
（
額

面
金
額
よ
り
減
価
二
三
・
六
％
）
で
購
入
し
て
い
る
た
め
、
額
面
金
額
の
残
高
五

万
五
八

円
は
維
持
さ
れ
た
（
取
得
金
額
の
残
高
で
は
五
万
四

一
三
円
へ
と

減
少
）。

こ
の
結
果
、
明
治
一
六

一
九
年
の
額
面
金
額
の
残
高
は
五
万
五
八

円
に

な
る
が
、

（
計
一
七
八
七
円
）
が
入
っ
て
き
て
も
額
面
金
額
に
変
動
は
な
い

と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
同
二

二
一
年
も
額
面
金
額
の
残
高
は
五
万
五
八

円
に
な
る
。

注
意
を
払
う
べ
き
は
、

明
治
二

年
一
月
六
日
に
金
禄
座
（
金
禄
）
よ
り
一



七
三
七
円
の
付
替
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
購
入
し
た
新
公
債
を
帳
簿
上
の

取
得
金
額
か
ら
公
債
の
額
面
金
額
へ
と
実
質
引
き
上
げ
る
た
め
の
処
理
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
た
め

新
公
債

の
勘
定
に
金
禄
公
債
が
交
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
よ

う
に
も
見
え
る
が
、
同
二
六

二
九
年
に
新
公
債
の
償
還
が
通
常
に
行
わ
れ
た
こ

と
を
含
め
て
考
え
る
と
、
主
に
金
禄
公
債
は
現
金
化
さ
れ
て
そ
の
金
額
分
を
新
公

債
勘
定
へ
計
上
さ
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
て
お
き
た
い
。
そ
の
た
め
表

は
同
二

年
一
月
六
日
で

無
出
入

に
な
っ
て
い
る
。
他
に
、

同
二

年
一
月
六
日

に
利
金
の
内
へ
上
げ
ら
れ
た
五

円
は

の
額
面
四
五

円
と
同
一
五
同

一
七
年
の
償
還
四
四
五

円
と
の
差
で
あ
る
。

明
治
二
二
年
に
お
い
て
、
借
方
で
は

七
月
一
六
日
に
額
面
金
額
一
六

円

を
一

六
六
円
四

銭
（
額
面
金
額
よ
り
減
価
三
三
・
三
五
％
）
で
購
入
し
て
い

る
。
こ
の
結
果
、
同
二
三

二
五
年
（
一
八
九

一
八
九
二
）
の
額
面
金
額
の

残
高
は
五
万
七
四

円
に
な
る
（

）
。

そ
の
後
の
貸
方
で
は
、
明
治
二
六
年
五
月
一
六
日
に
一
万
六
二
二
五
円
、
同
二

七
年
五
月
四
日
に
三

円
が
償
還
さ
れ
た
。
償
還
最
終
年
に
な
る
同
二
九
年
は

四
月
二
一
日
に
一
一

円
と
一
万
三
五
五

円
、
一
一
月
一

日
に
は
二
万
六

二
二
五
円
が
償
還
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

明
治
三
三
年
五
月
一
日
に

新
公
債
償

還
済
引
残

五
三
八
円
六

銭
を
借
方
で
処
理
し
て
、
新
公
債
勘
定
は

無
出

入

に
な
っ
た
。

諸
家
徳
（

）

に
は
明
治
六

九
年
（
一
八
七
三

一
八
七
六
）
の
間
だ
け
、
そ

れ
ま
で
の
諸
藩
か
ら
の
徳
銀
に
代
わ
っ
て
い
く
形
で
新
公
債
徳
が
登
場
す
る
。
そ

の
新
公
債
徳
は
、
同
六
年
が
三
三
八
円
（
額
面
金
額
は
八
四
五

円
と
推
計
）、

同
七
年
が
二
八
三
三
円
（
額
面
金
額
は
七
万

八
二
五
円
と
推
計
）、
同
八
年
が

一
二
三

円
（
額
面
金
額
は
三
万
七
五

円
と
推
計
）
で
あ
る
が
（

）
、
表

に
表
れ

る
公
債
高
と
そ
こ
か
ら
推
計
さ
れ
る
受
取
利
息
（
表

）
と
は
一
致
し
な
い
。

旧
公
債

旧
公
債
は
無
利
息
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
年
賦
償
還
だ
け
の
性
格
の
も
の
で
あ

る
た
め
年
々
そ
の
債
額
が
減
少
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
政
府
は
毎
年
一
二
月

に
一
定
の
賦
金
二
一
万
九
四
五
四
円
五

銭
を
償
還
し
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、

市
場
で
の
売
買
価
格
は
他
の
有
利
息
公
債
と
比
べ
る
と
下
位
に
位
置
し
た
。
明
治

三
二
年
（
一
八
九
九
）
度
ま
で
の
償
還
済
の
累
計
は
六
一
四
万
四
七
二
六
円
で

あ
っ
た

（

）
。

諸
家
貸

に
お
け
る
見
出
し
は

旧
公
債

、
標
題
は

旧
公
債
証
券

と

記
さ
れ
、
内
容
は
旧
公
債
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
を
勘
定
の
形
式
に
書
き
換
え
た
も

の
が
表

に
な
る
。
借
方
に
は
交
付
・
譲
受
・
購
入
を
、
貸
方
に
は
割
り
下
げ
と

残
高
を
記
し
た
。

次
に
史
料
の
一
部
を
引
用
し
て
解
説
し
て
い
く
が
、
矢
印
先
に
は
表

か
ら
の

内
容
（
番
号
）
に
関
連
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
特
に
、
明
治
一
三
年
の
箇
所
を
示

す
こ
と
に
す
る
。

明
治
十
三
庚
辰
一
月
吉
日

六
月
廿
七
日

辰
一
、
金
百
九
拾
三
円
五
拾
八
銭

か
し

取
得
金
額

額
面
千
円
西
京
平
井
忠
兵
衛
取
次
同
所
小
林

額
面
金
額



銭屋佐兵衛と公債

表
券
証
債
公
旧

年
方
借

号
番

要
摘

日
月

年
方

貸
号

番
要

摘
日

月
円

円
治
明

）
付
交

面
額

）
円

治
明

申
治
明

分
年
）

治
明

酉
治
明

分
年
）

治
明

）
付
交

面
額

）
円

治
明

酉
申

ケ
治
明

・
、
分
年）

ケ
下
割

治
明

）
付
交

面
額

）
円

治
明

戌
治
明

分
年
）

治
明

戌
酉

申
ケ

治
明

ケ
下
割
御
分
年）

治
明

）
付
交

面
額

）
円

治
明

戌
酉

申
ケ

治
明

ケ
下

割
御

分
年）

治
明

譲
内

之
金

賦
割

社
会

換
為

券
証

請
）
請

譲
面
額

）
円

治
明

亥
治
明

ケ
下

割
御

分
年
）

治
明

子
治
明

ケ
下

割
御

分
年
）

治
明

丑
治
明

ケ
下

割
御

分
年
）

治
明

寅
治
明

ケ
下

割
御

分
年
）

治
明

卯
治
明

ケ
下

割
御

分
年
）

治
明

小
次

取
衛

兵
忠

井
平

京
西

り
よ

殿
郎

次
万

林
戌
酉
申

。）
請

譲
治
明

に
外
、
分
落
切）

共
用
入
運
陸
銭

治
明

迄
年
卯
り
よ
年
亥

治
明

々
年）

ケ
下

割
御

つ
ず

円
高

面
額

）
円

治
明

卯
寅

丑
子

亥
戌

酉
申

治
明

）
落

切
年

ヶ
）

入
購

面
額

）
円

治
明

辰
治
明

ケ
下

割
御

分
年
）

）
治
明

辰
口
の
円

治
明

ケ
下
割
御
分
年）

治
明

巳
治
明

ケ
下

割
御

分
年
）

治
明

巳
口

の
円

治
明

ケ
下
割
御
分
年）

治
明

午
治
明

ケ
下

割
御

分
年
）

治
明

午
口

の
円

治
明

ケ
下
割
御
分
年）

治
明

未
治

明
分

年）
ケ
下
割
御
口
の
円

治
明

未
口

の
円

治
明

ケ
下
割
御
分
年）

治
明

申
治

明
分

年）
ケ
下
割
御
口
の
円

治
明

申
口

の
円

治
明

ケ
下
割
御
分
年）

治
明

酉
治

明
分

年）
ケ
下
割
御
口
の
円

治
明

酉
口

の
円

治
明

ケ
下
割
御
分
年）

治
明

戌
治

明
分

年）
ケ
下
割
御
口
の
円

治
明

戌
口

の
円

治
明

ケ
下
割
御
分
年）

治
明

亥
治

明
分

年）
ケ
下
割
御
口
の
円

治
明

亥
ケ
下
割

御
口

の
円

治
明

分
年）

治
明

子
治

明
分

年
）

ケ
下

割
御

口
円

治
明

子
口

の
円

治
明

ケ
下
割
御
分
年）

治
明

丑
治

明
分

年）
ケ
下
割
御
口
の
円

治
明

丑
口

の
円

治
明

ケ
下
割
御
分
年）

治
明

寅
治

明
分

年）
ケ
下
割
御
口
の
円

治
明

寅
口

の
円

治
明

ケ
下
割
御
分
年）

治
明

卯
治

明
分

年）
ケ
下
割
御
口
の
円

治
明

卯
口

の
円

治
明

ケ
下
割
御
分
年）

治
明

辰
治

明
分

年）
ケ
下
割
御
口
の
円

治
明

辰
ケ
下
割

御
口

の
円

治
明

分
年）

治
明

巳
治

明
分

年）
ケ
下
割
御
口
の
円

治
明

巳
ケ
下
割
御
口
の
円

治
明

分
年）

治
明

午
治

明
口

の
分

年）
高
万

ケ
下

割
御

口
の

円
治
明

未
治

明
口

の
分

年）
高
万

ケ
下

割
御

口
の

円
治
明

申
治

明
口

の
分

年）
高
万

ケ
下

割
御

口
の

円
治
明

酉
治

明
口

の
分

年）
高
万

ケ
下

割
御

口
の

円
治
明

戌
治

明
口

の
分

年）
高
万

ケ
下

割
御

口
の

円
治
明

亥
治

明
口

の
分

年）
高
万

ケ
下

割
御

口
の

円
治
明

）
高
残
げ
下
り
割

計
合

）
円



万
次
郎
殿

譲
り
請
、
尤
申
酉
戌
三
ヶ
年
切

落
分
、
外
ニ
八
銭
陸
運
入
用
共

辰
一
、
同
百
円

取

明
治
八

一
二
年
未
収
分

亥
年

夘
年
迄
年
々
弐
十

円
ツ

御
割
下
ヶ

高

四
月
一
一
日

辰
一
、
同
九
拾
六
円
五
拾
銭

か
し

取
得
金
額

額
面
五
百
円
申
酉
戌
亥
子
丑
寅
夘
八
ヶ
年
切

額
面
金
額

落
、
百
円
ニ
付
拾
九
円
三
十
銭
が
へ

十
二
月
六
日

辰
一
、
同
百
七
拾
五
円
五
拾
銭

取

割
り
下
げ

辰
年
分
御
割
下
ヶ

辰
一
、
同
三
拾
円

取

割
り
下
げ

千
五
百
円
之
口
辰
年
分
御
割
下
ヶ

史
料
で
は
、
旧
公
債
の
譲
請
と
購
入
の
相
違
、
一
ヶ
年
に
二

五
円
五

銭
の

割
り
下
げ
、
が
示
さ
れ
て
い
る
。
次
に
表

を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

借
方
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
額
面
金
額
で
計
上
さ
れ
た
も
の
に
は
、

明
治
政
府
の
藩
債
処
分
の
結
果
と
し
て
交
付
さ
れ
た
も
の
が

の
八
四
五

円
で
、

明
治
六
年
一

月
一
日
に
一
一

円
（
五

円
証
券
二
枚
・
一

円
証
券
を
一
枚
）、

同
七
年
三
月
八
日
に
一
六
七
五
円
（
一

円
証
券
五

枚
・
五

円
証
券
を
一
二
枚
・
二
五
円
証
券
を
二
三
枚
）、

同
七
年
一
二
月
一

八
日
に
五
六
二
五
円
（
五

円
証
券
六

枚
・
二
五
円
証
券
を
一

五
枚
）、

同
八
年
三
月
三

日
に
五

円
（
二
五
円
証
券
二
枚
）
を
受
け
取
っ
て
い
る
。

続
い
て
、
取
得
金
額
で
計
上
さ
れ
た
譲
請
と
購
入
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た

い
。
譲
請
は

の
額
面
金
額
一
三
二
五
円
で
、

明
治
八
年
一
二
月
一
五
日

に

為
替
会
社
割
賦
金
之
内

で
額
面
金
額
三
二
五
円
が
二
九
九
円
（
額
面
金
額

よ
り
減
価
八
％
）
で
譲
ら
れ
て
お
り
、

同
一
三
年
六
月
二
七
日
に
は
京
都
平
井

忠
兵
衛
取
次
で
小
林
万
次
郎
か
ら
額
面
金
額
一

円
を
一
九
三
円
五
八
銭

（
額
面
金
額
よ
り
減
価
八

・
六
四
二
％
）
で
譲
ら
れ
た
。
購
入
は

同
一
三
年

六
月
二
七
日
に
額
面
金
額
五

円
を
九
六
円
五

銭
（
額
面
金
額
よ
り
減
価
八

・
七
％
）
で
買
い
取
っ
て
い
る
。

先
の
史
料
で
も
あ
る
よ
う
に
、

の

譲
請

で
は
一

円
当
り
の
価
格

は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、

の
購
入
で
は

拾
九
円
三
十
銭
が
へ

と
あ
り
一

円
当
り
の
価
格
が
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
相
違
で
区
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

の
額
面
金
額
の
合
計
は
一
万
二
七
五
円
と
な
る
が
、
借
方
合
計
で
は
九

三
九
・

八
円
に
な
る
。

貸
方
で
は
、
償
還
で
あ
る

御
割
下
ヶ

が
旧
公
債
額
面
金
額
の
年
二
％
ず
つ

で
行
わ
れ
た
。
明
治
九

一
二
年
で
は

（
額
面
金
額
八
七
七
五
円
）
の
割

り
下
げ
は
年
一
七
五
円
五

銭
で
あ
る
。

特
に
事
情
が
あ
る
の
は

（
額
面
一

円
）
で
、
銭
佐
所
有
に
な
っ
た
明

治
一
三
年
六
月
二
七
日
段
階
に
お
い
て
、
同
五

七
年
の
割
り
下
げ
分
は
前
所
有

者
が
す
で
に
受
け
取
っ
て
お
り
、
同
八

一
二
年
の
割
り
下
げ
未
収
分
一

円
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を
銭
佐
は
同
日
に
受
け
取
っ
て
い
る
。

明
治
一
三
年
一
二
月
か
ら
は

（
額
面
金
額
一
五

円
）
の
割
り
下
げ
年

三

円
が
加
わ
り
、

（
額
面
金
額
一
万
二
七
五
円
）
の
割
り
下
げ
は
一
ヶ

年
二

五
円
五

銭
に
な
っ
た
。
こ
の
割
り
下
げ
で
同
三
二
年
ま
で
の
二

年
間

に
四
一
一

円
が
割
り
下
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
同
五

三
二
年
に
合
計
五
五
八

八
円
を
割
り
下
げ
た
こ
と
に
な
る
が
、
同
三
二
年
一
二
月
の
帳
簿
上
の
残
高
三
四

五
一
円

八
銭
と
あ
る
の
を
最
後
に
こ
れ
以
降
の
割
り
下
げ
の
記
載
は
な
い
。

こ
れ
以
降
も
割
り
下
げ
を
継
続
し
て
い
く
と
、
計
算
上
端
数
は
出
る
も
の
の
残

り
二
二
年
は
要
す
る
こ
と
に
な
り
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
旧
公
債
償
還
開

始
よ
り
の
償
還
期
間
五

年
と
一
致
す
る
。

金
禄

金
禄
公
債
は
明
治
政
府
が
封
建
領
主
・
家
臣
団
解
体
の
た
め
に
交
付
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
公
債
は
五
年
間
据
え
置
き
の
後
、
明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
よ

り
償
還
を
開
始
し
、
同
三
九
年
に
償
還
完
了
と
な
っ
た
。

金
禄
公
債
の
証
券
に
は
、
五
％
利
付
（
甲
号
）、
六
％
利
付
（
乙
号
）、
七
％
利

付
（
丙
号
）、
一

％
利
付
（
丁
号
）
の
四
種
類
が
あ
り
次
の
特
徴
が
あ
る
。

五
％
利
付
証
券
は
概
ね
華
族
へ
交
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
士
族
以
下
の
所
有

す
る
も
の
と
は
異
な
り
、
売
買
に
つ
い
て
は
頻
繁
に
行
わ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の

た
め
、
明
治
一
八
年
ま
で
東
京
株
式
取
引
所
の
相
場
に
は
上
が
ら
な
か
っ
た
。

六
％
利
付
証
券
は
同
二
六
年
四
月
三

日
に
償
還
を
完
了
し
た
。
七
％
利
付
証
券

は
発
行
高
が
巨
額
で
あ
っ
た
た
め
、
公
債
市
場
で
最
も
多
く
取
引
さ
れ
、
価
格
も

常
に
高
位
を
占
め
て
い
た
。
ま
た
、
同
二
四
年
九
月
三

日
に
償
還
を
完
了
し
て

い
る
。
一

％
利
付
証
券
は
同
一
九
年
六
月
中
に
償
還
を
完
了
し
た
（

）
。

起
業
公
債
は
年
六
％
利
付
で
、
社
会
資
本
充
実
の
た
め
の
財
源
調
達
方
法
と
し

て
日
本
初
の
生
産
公
債
と
し
て
明
治
一
一
年
五
月
に
発
行
さ
れ
、
同
二
五
年
一

月
三
一
日
に
償
還
を
完
了
し
て
い
る
（

）
。

諸
家
貸

に
お
け
る
見
出
し
は

金
録

（
以
下

金
禄

と
示
す
）
と
あ

り
、
標
題
は

金
録
公
債
証
券
・
軍
事
公
債
証
券

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を

勘
定
の
形
式
に
書
き
換
え
た
も
の
が
表

に
な
る
が
、
借
方
に
は
購
入
、
貸
方
に

は
受
取
利
息
・
抽
籤
償
還
・
売
却
・
付
替
な
ど
を
記
し
た
。
内
容
は
三
種
類
の
利

率
の
金
禄
公
債
が
主
だ
が
、
一
部
に
新
公
債
、
同
一
七
年
六

九
月
と
い
う
短
期

間
だ
が
起
業
公
債
が
交
じ
る
。

他
に
も
軍
事
公
債
が
、
金
禄
公
債
・
新
公
債
・
起
業
公
債
の
内
容
が
明
治
二

年
一
月
六
日
に

無
出
入

で
勘
定
が
締
め
切
ら
れ
た
後
に
、
記
さ
れ
て
い
る
。

軍
事
公
債
は
同
二
七
年
九
月

二
八
年
六
月
（
一
八
九
四

一
八
九
五
）
の
購
入

ま
で
を
記
し
て
い
る
が
、
同
三
二
年
の
売
却
ま
で
は
記
し
て
い
な
い
。
軍
事
公
債

は
次
節
で
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

次
に
史
料
の
一
部
を
引
用
し
て
解
説
し
て
い
く
が
、
矢
印
先
に
は
表

か
ら
の

内
容
（
番
号
、
抽
籤
償
還
）
に
関
連
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
特
に
明
治
一
六

一

七
年
の
箇
所
を
示
す
こ
と
に
す
る
。

七
月
十
五
日

（
注

明
治
一
六
年
）

未
一
、
同
五
百
三
拾
弐
円

か
し

取
得
金
額

新
公
債
額
面
八
百
円
代
、
六
十
六
円
五
十
銭
が
へ

額
面
金
額



（
中
略
）

一
二
月
三
日

未
一
、
同
千
八
百
四
拾
弐
円
八
拾
銭

か
し

取
得
金
額

丁
號
額
面
千
七
百
円
代

額
面
金
額

（
中
略
）

明
治
十
七
申
一
月
吉
日

（
中
略
）

九
月
二
八
日

申
一
、
同
百
八
拾
弐
円
九
拾
銭

か
し

取
得
金
額

丁
號
額
面
弐
百
円
代
、
九
十
一
円
四
十
五
銭
が
へ

額
面
金
額

十
一
月
十
二
日

申
一
、
同
六
円

取

利
息
半
年
分

乙
号
金
禄
弐
百
円
申
下
半
年
分

年
六
朱
公
債
之
利

申
一
、
同
八
拾
五
円

取

利
息
半
年
分

丁
号
金
録
千

（
マ
マ
）

七
百
円
申
下
半
年
七
月

以
降
十
二
月
迄
年
壱
歩
公
債
之
利

（
中
略
）

十
二
月
十
八
日

申
一
、
同
拾
六
円

取

利
息
半
年
分

新
公
債
八
百
円
申
七
月
以
降
十
二

月
下
半
分
、
年
四
朱
公
債
之
利

十
二
月
二
十
八
日

申
一
、
同
千
円

取

抽
籤
償
還

丁
号
額
面
千
円
本
年
籤
当
り
分

申
十
二
月
二
十
八
日

申
一
、
金
四
拾
壱
円
六
拾
六
銭
七
厘

取

償
還
分
利
息

丁
号
的
籤
ニ
付
五
ケ
月
分

年
壱
割
之
利

史
料
で
は
、

新
公
債
（
年
利
四
％
）、

金
禄
公
債
（
年
利
一

％
）、

金

禄
公
債
（
年
利
六
％
）
の
購
入
が
あ
り
、
明
治
一
七
年
の
受
取
利
息
と

金
禄
公

債
の
一
部
抽
籤
償
還
を
示
し
て
い
る
。
金
禄
公
債
の
利
息
は
上
期
が
五
月
、
下
期

が
一
一
月
に
交
付
さ
れ
、

諸
家
貸

に
も
半
期
毎
に
受
取
利
息
が
計
上
さ
れ
て

い
る
。
次
に
表

を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

明
治
一
五
年
は
、
借
方
で
は

一
二
月
四
日
に
金
禄
公
債
（
丙
号
・
年
利

七
％
、
額
面
金
額
二
二

円
）
を
一
五
九
二
円
八

銭
（
減
価
二
七
・
六
％
）

で
購
入
し
て
い
る
。
し
か
し
、
貸
方
で
は

に
つ
い
て
公
債
買
い
入
れ
の
と
き
前

渡
金
と
も
言
え
る
九
一
円
八

円
を
払
い
込
ん
で
残
金
一
五

一
円
に
な
っ
た

が
、
銭
佐
で
は
現
金
一
五
九
二
円
八

銭
を
一
旦
は
支
出
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、

先
に
あ
げ
た
九
一
円
八

円
の
取
り
消
し
を
一
二
月
一
二
日
行
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

明
治
一
六
年
は
、
借
方
で
は

七
月
一
五
日
に
新
公
債
（
年
利
四
％
、
額
面
金

額
八

円
）
を
五
三
二
円
で
購
入
（
額
面
金
額
よ
り
減
価
三
三
・
五
％
）、
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表
・
債
公
新
・
債
公
禄
金

）
債
公
業
起

年
方
借

号
番

要
摘

日
月

年
方

貸
号

番
要
摘

日
月

円
円

治
明

債
公
禄
金

年
）
号
丙

％
面
額

）
円

治
明

り
残

金
代

入
買

格
価

入
買

、
円

円
、

め
た

の
銭

円
分
い
違
直
入
買
禄
金
を
銭

治
明

年
債

公
新

％
面
額

）
円

治
明

面
額
禄
金

年
半
上
未
、
円

年）
息
利
債
公

％
治
明

面
額
禄
金

年
半
下
未
、
円

年）
息
利
債
公

％
治
明

債
公
禄
金

年
）
号
丁

％
面
額

）
円

治
明

面
額
、
録
金
号
丙

払
売
円

）
却
売
債
公

治
明

債
公
新

、
円

降
以
月

分
年
半
下
月

年）
息

利
債
公

％
治
明

年
債
公
業
起

％
面
額

）
円

治
明

面
額
禄
金
号
丁

分
年
半
上
申
、
円

年）
息

利
債
公

％
治
明

債
公
新

申
、
円

降
以
月

分
年
半
月

年）
息

利
債

公
％

治
明

債
公
禄
金

年
）
号
乙

％
面
額

）
円

治
明

業
起

り
う
円

）
却
売
債
公

治
明

禄
金
号
乙

分
年
半
下
申
円

年）
息
利
債
公

％
治
明

禄
金
号
丁

年
半
下
申
円

降
以
月

迄
月

年）
息

利
債

公
％

治
明

債
公
禄
金

年
）
号
乙

％
面
額

）
円

治
明

債
公
新

申
円

降
以
月

分
半
下
月

年）
息

利
債
公

％
治
明

債
公
禄
金

年
）
号
丁

％
面
額

）
円

治
明

面
額
号
丁

分
り
当
籤
年
本
円

円
）

還
償

円
治
明

号
丁

付
に

籤
的

円
分

月
ケ

円
年）

息
利

債
公

分
還

償
円

％
治
明

債
公
禄
金

年
）
号
乙

％
面
額

）
円

治
明

禄
金
号
乙

分
年
半
上
年
酉
、
円

年）
息
利
債
公

％
治
明

債
公
禄
金

年
）
号
乙

％
面
額

）
円

治
明

禄
金
号
丁

年
半
上
年
酉
、
円

年）
息
利
債
公

％
治
明

債
公
禄
金

年
）
号
丙

％
面
額

）
円

治
明

債
公
新

酉
円

降
以
月

分
年
半
上
月

年）
息

利
債

公
％

治
明

新
義

名
衛

兵
嘉

・
郎

一
佐

債
公

年
申

、
円

治
明

で
還

償）
取

受
分

％
治
明

禄
金
号
乙

分
年
半
下
年
酉
、
円

年）
息
利
債
公

％
治
明

禄
金
号
丁

年
半
下
年
酉
、
円

年）
息
利
債
公

％
治
明

債
公
新

円
降
以
月

分
年
半
下
月

年）
息

利
債
公

％
治
明

面
額
号
丁

分
り
当
籤
酉
昨
、
円

円
）

還
償

円
治
明

号
丁

、
右

付
に

籤
的

円
分

月
ケ

円
年）

息
利

債
公

分
還

償
円

％
治
明

禄
金
号
丁

年
半
上
年
戌
円

年）
息
利
債
公

％
治
明

禄
金
号
丙

分
年
半
上
年
戌
円

年）
息
利
債
公

％
治
明

禄
金
号
乙

分
年
半
上
年
戌
円

年）
息
利
債
公

％
治
明

債
公
新

年
戌
円

降
以
月

年
半
上
月

年）
息

利
債

公
％

治
明

面
額
号
丁

り
当
口
之
還
償
円

円
）

還
償

円
治
明

号
丁

、
右

付
に

籤
的

円
分

月
ケ

円
年）

息
利

債
公

分
還

償
円

％
治
明

債
公
禄
金

年
）
号
丙

％
面
額

）
円

治
明

面
額
号
丁

り
当
口
之
還
償
円

円
）

還
償

円
治
明

債
公
禄
金

年
）
号
丙

％
面
額

）
円

治
明

還
償

号
丁

、
右

円
分

月
ケ

円
年）

息
利
債
公
分
還
償
円

％
治
明

禄
金
号
丙

分
年
半
下
年
戌
円

年）
息
利
債
公

％
治
明

禄
金
号
乙

分
年
半
年
戌
円

年）
息
利
債
公

％
治
明

債
公
新

年
戌
円

後
以
月

分
半
下
月

年）
息

利
債

公
％

治
明

）
し
な
載
記
の
由
事

治
明

座
債
新

面
額

）
円

年
債

公
新

％
面
額

）
円

債
公
禄
金

年
）
号
乙

％
面
額

）
円

債
公
禄
金

年
）
号
乙

％
面
額

）
円

債
公
禄
金

年
）
号
乙

％
面
額

）
円

債
公
禄
金

年
）
号
乙

％
面
額

）
円

債
公
禄
金

年
）
号
丙

％
面
額

）
円

債
公
禄
金

年
）
号
丙

％
面
額

）
円

債
公
禄
金

年
）
号
丙

％
面
額

）
円

面
額

）
円



一
二
月
三
日
に
金
禄
公
債
（
丁
号
・
年
利
一

％
、
額
面
金
額
一
七

円
）
を

一
八
四
二
円
八

銭
で
購
入
（
額
面
金
額
の
八
・
四
％
分
の
一
四
二
円
八

銭
高

い
）
が
あ
っ
た
。

他
方
、
貸
方
で
は
次
の
取
引
が
あ
っ
た
。
受
取
利
息
で
は

（
金
禄
公
債
、
年

利
七
％
）
が
五
月
一
八
日
と
一
一
月
二
六
日
に
七
七
円
ず
つ
一
五
四
円
を
、

（
新
公
債
、
年
利
四
％
）
が
一
二
月
三
日
に
一
六
円
を
受
け
取
り
、
合
計
一
七

円
に
な
る
。
公
債
売
却
損
益
で
は
、

は
取
得
金
額
一
五
九
二
円
八

銭
（
丙

号
・
年
利
七
％
、
額
面
金
額
二
二

円
）
を
、
一
二
月
三
日
に
一
九
八
九
円
二

四
銭
（
額
面
金
額
よ
り
減
価
九
・
五
八
％
）
で
売
却
し
た
た
め
、
銭
佐
は
売
却
益

三
九
六
円
四
四
銭
を
受
け
取
っ
た
こ
と
に
な
る
。

明
治
一
六
年
一
二
月
三
日
の
金
禄
公
債
の
買
い
替
え
に
つ
い
て
は
次
の
点
も
指

摘
で
き
よ
う
。

金
禄
公
債
（
丙
号
・
年
利
七
％
、
額
面
金
額
二
二

円
）
を

売
却
し
、

金
禄
公
債
（
丁
号
・
年
利
一

％
、
一
七

円
）
を
購
入
し
た

が
、
こ
れ
は

額
面
価
格
一
七

円
（
年
利
一

％
、
受
取
利
息
一
ヶ
年
一
七

円
）
が
、
受
取
利
息
に
な
る
と

額
面
金
額
二
二

円
（
年
利
七
％
、
受
取

利
息
一
ヶ
年
一
五
四
円
）
よ
り
有
利
に
な
る
こ
と
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
。

明
治
一
七
年
は
ま
ず
次
の
よ
う
な
取
引
が
あ
っ
た
。

六
月
一
一
日
に
起
業
公

債
（
年
利
六
％
、
額
面
金
額
一
五

円
）
を
一
三
一
円
二
五
銭
で
購
入
（
額
面
金

額
よ
り
減
価
一
二
・
五
％
）
し
た
が
、

九
月
二
八
日
に
は
一
三
九
円
五

銭

（
額
面
金
額
よ
り
減
価
七
％
）
で
売
却
し
た
た
め
、
売
却
益
八
円
二
五
銭
出
た
こ

と
に
な
る
。

起
業
公
債
売
却
と
同
日
の

九
月
二
八
日
に
金
禄
公
債
（
年
利

六
％
、
額
面
金
額
二

円
）
を
一
八
二
円
九

銭
で
購
入
（
額
面
金
額
よ
り
減

価
八
・
五
五
％
）
し
た
。
そ
し
て
、

一
二
月
三
日
に
は
金
禄
公
債
（
年
利

六
％
、
額
面
金
額
一

円
）
を
八
五
円
で
購
入
（
額
面
金
額
よ
り
減
価
一

五
％
）
し
て
い
る
。
更
に
、

一
二
月
二
八
日
に
金
禄
公
債
（
年
利
一

％
、
額

面
金
額
一

円
）
を
一

一

円
（
額
面
金
額
の
一
％
分
の
一

円
高
い
）

で
購
入
す
る
が
、
同
日
の

一
二
月
二
八
日
に
額
面
金
額
一
七

円
の
内
一

円
が
償
還
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
分
の
補
充
と
見
え
る
。

他
方
、
貸
方
で
は
次
の
取
引
が
あ
っ
た
。
受
取
利
息
で
は

（
金
禄
公
債
、
年

利
一

％
）
が
五
月
一
二
日
と
一
一
月
一
二
日
に
八
五
円
ず
つ
一
七

円
と

の

内
一

円
で
償
還
分
公
債
利
息
五
ヶ
月
分
四
一
円
六
六
・
七
銭
の
計
二
一
一

円
六
六
・
七
銭
を
、

（
新
公
債
、
年
利
四
％
）
が
六
月
三
日
と
一
二
月
一
八
日

に
一
六
円
ず
つ
計
三
二
円
を
、

（
金
禄
公
債
、
年
利
六
％
）
が
一
一
月
一
二
日

に
六
円
を
受
け
取
り
、
合
計
二
四
九
円
六
六
・
七
銭
を
受
け
取
っ
た
こ
と
に
な

る
。明

治
一
八
年
は
、
借
方
で
は

四
月
一
九
日
に
金
禄
公
債
（
乙
号
・
年
利

六
％
、
額
面
金
額
二

円
）
を
一
七
三
円
で
購
入
（
額
面
金
額
よ
り
減
価
一

三
・
五
％
）、

一
二
月
六
日
に
金
禄
公
債
（
乙
号
・
年
利
六
％
、
額
面
金
額
一

円
）
を
九
四
円
五

銭
で
購
入
（
額
面
金
額
よ
り
減
価
五
・
五
％
）、

同

月
一
七
日
に
金
禄
公
債
（
丙
号
・
年
利
七
％
、
額
面
金
額
三

円
）
を
三

円
で
購
入
（
等
価
）
が
あ
っ
た
。

他
方
、
貸
方
で
は
六
月
二
日
に
八
二
円
五

銭
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的

に
は

新
公
債
申
年
、
二
十
五
円
三
枚
佐
一
郎
名
義
、
五
十
円
四
枚
嘉
兵
衛
名

義
、

七
十
円
籤
当
引
残
徳

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
新
公
債
で
逸
身
佐
一
郎
名
義



銭屋佐兵衛と公債

の
計
七
五
円
と
高
木
嘉
兵
衛
名
義
の
計
二

円
が
、
明
治
一
七
申
年
に
籤
に
当

た
り
償
還
さ
れ
た
。
償
還
分
二
七
五
円
は
、
そ
の
七

％
（
一
九
二
円
五

銭
）

が
逸
身
佐
一
郎
と
高
木
嘉
兵
衛
が
受
け
取
っ
た
が
、
三

％
（
八
二
円
五

銭
）

は
逸
身
佐
兵
衛
に
渡
さ
れ
た
た
め
徳
と
し
て
処
理
し
た
。
受
取
利
息
で
は

（
金
禄
公
債
、
年
利
一

％
）
が
五
月
五
日
と
一
一
月
一
四
日
に
八
五
円
ず
つ
一

七

円
を
、

（
金
禄
公
債
、
年
利
六
％
）（
額
面
金
額
三

円
）
が
五
月

五
日
に
九
円
と

（
額
面
金
額
五

円
）
が
一
一
月
一
四
日
に
一
五
円
の

計
二
四
円
を

（

）
、

（
新
公
債
、
年
利
四
％
）
が
六
月
二
日
と
一
二
月
一
一
日
一
六

円
ず
つ
三
二
円
を
受
け
取
り
、
合
計
二
二
六
円
を
受
け
取
っ
た
こ
と
に
な
る
。

明
治
一
九
年
に
お
い
て
、
貸
方
の
受
取
利
息
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
金

禄
公
債
、
年
利
一

％
）
が
五
月
一
一
日
に
七

円
、
（
金
禄
公
債
、
年
利

七
％
）
に
関
し
て

は
五
月
一
一
日
に
一

円
五

銭
と

は
一
一
月
七
日
に

六
三
円
の
計
七
三
円
五

銭
、

（
金
禄
公
債
、
年
利
六
％
）
が
五
月
一

一
日
と
一
一
月
七
日
に
一
八
円
ず
つ
三
六
円
、

（
新
公
債
、
年
利
四
％
）
が
六

月
六
日
と
一
二
月
七
日
に
一
六
円
ず
つ
三
二
円
を
受
け
取
っ
て
お
り
、
小
計
二
一

一
円
五

銭
と
な
る
。

明
治
一
九
年
六
月
中
に
金
禄
公
債
（
丁
号
・
年
利
一

％
）
は
償
還
完
了
と
な

る
た
め
、
銭
佐
で
も
所
有
す
る

の
額
面
金
額
一
七

円
が
償
還
さ
れ
た
。

そ
の
償
還
は
、
一
月
三

日
に
額
面
金
額
三

円
で
償
還
分
公
債
利
息
五
ヶ
月

分
一
二
円
五

・
一
銭
、
六
月
二
九
日
に
額
面
金
額
九

円
で
償
還
分
公
債
利

息
四
ヶ
月
分
二
九
円
九
九
・
九
銭
、
七
月
一
二
日
に
額
面
金
額
五

円
で
償
還

分
公
債
利
息
二
五
円
が
交
付
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
受
取
利
息
の
小
計
は
六
七
円
五

銭
に
な
る
（
同
一
九
年
に
関
す
る
二
つ
の
小
計
の
合
計
は
二
七
九
円
）。

金
禄
公
債
に
関
し
、（
丁
号
・
年
利
一

％
）
の
明
治
一
九
年
六
月
中
で
の
償

還
完
了
は
、
次
に
（
丙
号
・
年
利
七
％
）
を
選
好
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
銭
佐

に
お
い
て
も
借
方
で
は
、
ま
ず
、

同
一
八
年
一
二
月
一
七
日
に
額
面
金
額
と
取

得
金
額
一
致
で
三

円
を
購
入
し
た
が
、
そ
の
後
は
金
禄
公
債
（
丙
号
・
年
利

七
％
）
の
価
格
上
昇
が
窺
わ
れ
る
。

同
一
九
年
七
月
一
二
日
に
額
面
金
額
一
五

円
を
一
六
二
九
円
（
額
面
金
額
の
八
・
六
％
分
の
一
二
九
円
高
い
）
で
購
入

し
て
お
り
、
年
利
分
（
一

五
円
）
よ
り
も
高
く
な
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の

後
価
格
は
下
が
る
が
、

同
年
一
二
月
二
日
に
額
面
金
額
六

円
を
六
二
七
円

（
額
面
金
額
の
四
・
五
％
分
の
二
七
円
高
い
）
で
購
入
し
て
い
る
。

明
治
一
九
年
年
末
に
お
い
て
借
方
に
あ
る
未
償
還
の
公
債
は
表

で
網
か
け
さ

れ
た
箇
所
に
な
り
、
新
公
債
（
年
利
四
％
）
八

円
、
金
禄
公
債
（
乙
号
、
年

利
六
％
）
六

円
、
金
禄
公
債
（
丙
号
、
年
利
七
％
）
二
四

円
で
、
合
計

は
額
面
金
額
三
八

円
（
借
方
の
取
得
金
額
は
三
六
二
三
円
四

銭
）
で
あ

る
。明

治
二

年
一
月
六
日
に
は
、
貸
方
に
お
い
て
事
由
の
記
載
が
無
い
五
三
五
円

五
四
・
三
銭
が
処
理
さ
れ
て
お
り
、
次
に
先
述
の
よ
う
に
一
七
三
七
円
が
新
債
座

（
新
公
債
）
へ
付
け
替
え
ら
れ
て
勘
定
は

無
出
入

と
な
っ
た
（

）
。

諸
家
貸

の
金
禄
に
つ
い
て
は
、
年
利
の
高
い
公
債
を
中
心
に
記
さ
れ
、
受

取
利
息
に
つ
い
て
も
具
体
的
な
記
載
が
あ
る
た
め
、
資
産
運
用
を
目
的
と
し
た
勘

定
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。



見
出
し
・
標
題
な
し
（
旧
公
債
・
新
公
債
・
軍
事
公
債
）

諸
家
貸

で
は
見
出
し
と
標
題
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
明
治
一
三
年
六
月

同
三
二
年
一
月
（
一
八
八

一
八
九
九
）
の
旧
公
債
と
新
公
債
と
軍
事
公
債

が
記
さ
れ
て
い
る
。
見
出
し
と
標
題
が
記
さ
れ
て
い
な
た
め
便
宜
上
の
勘
定
名
を

（
旧
公
債
・
新
公
債
・
軍
事
公
債
）

と
し
て
、
こ
れ
を
勘
定
の
形
式
に
書
き
換

え
た
も
の
が
表

に
な
る
。
借
方
に
は
購
入
・
付
替
を
、
貸
方
に
は
抽
籤
償
還
・

売
却
な
ど
を
記
し
た
。
こ
こ
で
も
注
意
を
要
す
る
の
は
、
新
公
債
の
年
四
％
の
受

取
利
息
に
関
し
て
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
旧
公
債
に
関
し
て
も
割
り
下
げ
は
記
さ

れ
て
お
ら
ず
勘
定
の
最
後
も
一

九
円
一
四
銭
が
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ

に
は
他
公
債
の
勘
定
と
の
内
容
重
複
が
二
点
あ
る
。

一
つ
は
、

諸
家
貸

の

新
公
債

に
つ
い
て
、
表

の
貸
方
で
も
示
し
た

が
明
治
二
六
年
五
月
五
月
一
六
日

同
二
九
年
四
月
二
一
日
（
一
八
九
三

一
八

九
六
）
の
三
件
の
償
還
一
万
七
六
二
五
円
は
、
表

の
貸
方
の
三
件
の

は
同
一

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
表

の
借
方
の

同
一
八
年
二
月
一
八
日
一
万
七
六

二
五
円
が
、
表

の
借
方

・

の
ど
れ
に
該
当
し
て
い
く
か
は
不
明
で

あ
る
。
二
つ
は

軍
事
公
債
に
つ
い
て
、

諸
家
貸

の
金
禄
で
も

無
出
入

後
の
同
二
七
年
九
月
一
九
日

同
二
八
年
六
月
一
八
日
（
一
八
九
四

一
八
九

五
）
に
そ
の
購
入
が
あ
り
、
他
方
で

諸
家
貸

の
見
出
し
・
標
題
な
し
（
旧
公

債
・
新
公
債
・
軍
事
公
債
）
で
も
同
二
七
年
一

月
三
一
日

同
三
二
年
六
月
一

四
日
に
そ
の
購
入
と
売
却
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
次
に
表

を
考
察
し
て

い
き
た
い
。

軍
事
公
債
に
つ
い
て
は
、
日
清
戦
争
の
戦
費
調
達
を
目
的
に
明
治
二
七
年
八
月

一
六
日
勅
令
第
一
四
四
号
軍
事
公
債
条
例
、
一

月
二
四
日
法
律
第
二
五
号
、
同

二
八
年
三
月
四
日
法
律
第
八
号
に
よ
り
、
発
行
さ
れ
た
総
額
一
億
二
五

万
円

の
公
債
を
言
う
場
合
が
あ
る
。
日
清
戦
争
で
は
戦
費
の
五
二
％
の
一
億
一
六
八

万
円
が
公
債
・
借
入
金
で
調
達
さ
れ
て
お
り
、
軍
事
公
債
は
年
五
％
利
付
だ
っ

た
。
第
一
回
発
行
・
第
二
回
と
も
、
こ
れ
に
対
す
る
払
い
込
み
は
同
二
八
年
六
月

三

日
を
以
て
終
了
し
て
い
る
（

）
。

借
方
で
ま
ず
注
意
を
要
す
る
の
は
、
明
治
一
三
年
六
月
二
七
日
の

が
あ

る
。

旧
公
債
は
額
面
金
額
一
四
九
円
五

銭
を
二
八
円
四

銭
（
額
面
金
額
よ

り
減
価
八
一
％
）
で
買
い
取
る
が
、
帳
簿
上
で
は
一

九
円
一
四
銭
と
計
上
さ
れ

て
い
る
た
め
額
面
金
額
と
の
間
に
は
差
額
一
一
円
九
六
銭
が
あ
る
。
こ
の
差
額

は
、
一
四
九
円
五

銭
の
二
％
が
二
円
九
九
銭
（
一
ヶ
年
償
還
分
）
で
あ
り
、

四
ヶ
年
償
還
分
で
一
一
円
九
六
銭
に
な
る
。

新
公
債
は
額
面
金
額
一
二
円
五

銭
を
七
円
五

銭
（
額
面
金
額
よ
り
減
価
四

％
）
で
買
い
取
り
、
帳
簿
上
で
は

そ
の
残
高
五
円
で
計
上
さ
れ
た
が
、

同
二
九
年
四
月
二
一
日
に
貸
方
で
処
理
さ

れ
て
い
る
。

他
方
、
銭
屋
佐
一
郎
の

銀
控
帳

で
も
、
明
治
一
一

一
三
年
（
一
八
七
八

一
八
八

）
に
公
債
の
受
取
利
息
が
見
え
る
。
同
一
一
年
一
二
月
の

諸
公
債

之
徳

が
一
一
一

円
六
一
・
三
五
銭
、
同
一
二
年
一
二
月
の

諸
公
債
金
銀
貨

徳

が
五
六
二
円
六

・
八
銭
で
あ
る
。
同
一
三
年
六
月
の

諸
公
債
金
銀
貨

徳

で
は
一
二
三

円
七
一
・
三
銭
、
支
出
で
は
一

九
円
一
四
銭
が

旧
公

債
、
百
四
拾
九
円
五
十
銭
之
内
、
子

卯
迄
（
明
治
九

一
二
）
年
々
弐
円
九
拾

九
銭
ツ

御
割
下
ケ
引
残
り
百
卅
七
円
五
十
四
銭
、
額
面
売
直
違
分

、
五
円
が
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表
事
軍
・
債
公
新
・
債
公
旧

）
債
公

年
方
借

号
番

要
摘

日
月

年
方

貸
号

番
要

摘
日

月

円
円

治
明

入
購

分
残
還
償

債
公
旧

面
額

円
）
銭

治
明

入
購

債
公
新

面
額

円
）
銭

治
明

吉
・
州
土
・
太
伯

債
公
新

分
社
会
替
為
・
田

）
額
金
面
額

治
明

治
明

り
当

籤
年

）
債

公
新

治
明

納
初
・
軍
一
第

債
公
事
軍

）
額
金
面
額

治
明

治
明

り
当

籤
年

）
債

公
新

治
明

納
二
・
軍
一
第

債
公
事
軍

）
額
金
面
額

治
明

納
三
・
軍
一
第

債
公
事
軍

）
額
金
面
額

治
明

納
初
・
軍
二
第

債
公
事
軍

）
額
金
面
額

治
明

納
二
・
軍
二
第

債
公
事
軍

）
額
金
面
額

治
明

納
四
・
軍
一
第

債
公
事
軍

）
額
金
面
額

治
明

納
三
・
軍
二
第

債
公
事
軍

）
額
金
面
額

治
明

納
五
・
軍
一
第

債
公
事
軍

）
額
金
面
額

治
明

納
四
・
軍
二
第

債
公
事
軍

）
額
金
面
額

治
明

納
六
・
軍
一
第

債
公
事
軍

）
額
金
面
額

治
明

納
五
・
軍
二
第

債
公
事
軍

）
額
金
面
額

治
明

納
七
・
軍
一
第

債
公
事
軍

）
額
金
面
額

治
明

納
六
・
軍
二
第

債
公
事
軍

）
額
金
面
額

治
明

納
八
・
軍
一
第

債
公
事
軍

）
額
金
面
額

治
明

納
七
・
軍
二
第

債
公
事
軍

）
額
金
面
額

治
明

治
明

り
当

籤
年

）
債

公
新

治
明

分
い

違
済

還
償
債
公
新

治
明

却
売

債
公
事
軍

治
明

分
残
債
公
旧

） ）

治
明

治
明

治
明

治
明

り
当

籤
年

）
債

公
新

治
明

治
明

り
当

籤
年

）
債

公
新

治
明

治
明

り
当

籤
年

）
債

公
新



新
公
債
、
拾
弐
円
五
拾
銭
分
直
違

が
計
上
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が

に
該

当
し
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
旧
公
債
一

九
円
一
四
銭
と
新
公
債
五
円
は
、
逸
身

佐
兵
衛
に
譲
ら
れ
同
一
三
年
六
月
二
七
日
に
処
理
さ
れ
た
（

）
。

明
治
一
八
年
二
月
一
八
日
に

額
面
口
分
、
伯
太
・
土
州
・
吉
田
、
為
替
会

社
分

一
万
七
六
二
五
円
と
あ
り
、

諸
家
貸

の
新
公
債
と
重
複
し
て
計
上
さ

れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
二
七
年
九
月

同
二
八
年
六
月
（
一
八
九
四

一
八
九
五
）
は
軍

事
公
債
三
万
六
一
五

円
を
募
集
申
し
込
み
の
上
で
購
入
し
た
。

同
三
二

年
六
月
一
四
日
に
こ
の
軍
事
公
債
は
等
価
で
売
却
し
て
い
る
が
、
額
面
金
額
は
三

万
七

円
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
勘
定
で
最
終
的
に
残
っ
た
も
の
は

だ

が
、
こ
の
後
の
処
理
の
記
載
は
な
い
。

三

受
取
利
息
等
の
推
計

銭
佐
が
政
府
よ
り
受
け
取
っ
た
新
公
債
と
金
禄
公
債
の
受
取
利
息
に
つ
い
て
大

凡
の
推
計
を
試
み
る
が
、
そ
れ
を
示
し
た
も
の
が
表

に
な
る
。
ま
ず
利
息
交
付

時
期
は
、
表

で
は
新
公
債
が
額
面
金
額
の
四
％
分
を
半
分
ず
つ
を
六
月
上
旬
と

一
二
月
上
旬
、
金
禄
公
債
が
額
面
金
額
の
各
利
率
分
（
銭
佐
で
は
六
％
、
七
％
、

一

％
）
を
半
分
ず
つ
を
五
月
上
旬
と
一
一
月
上
旬
だ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

新
公
債
の
表

で
は
、
貸
方
に
受
取
利
息
の
記
載
が
な
い
た
め
他
で
利
益
処
分

表 銭佐における受取利息等の推計

年
新公債

受取利息

金禄公債

受取利息

公債売

却益等

円 円 円

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

明治

注） 諸家徳 （文政 年 明治 年〔大阪歴史
博物館寄託 逸身家文書 ─ 〕）の新公債
徳は、明治 年が 円（額面金額 円と
推計）、同 年が 円（額面金額 万 円
と推計）、同 年が 円（額面金額 万
円と推計）。
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が
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
受
取
利
息
の
推
計
は
利
息
交
付
日
も
考
慮
に

入
れ
額
面
金
額
の
残
高
に
依
存
し
て
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

政
府
よ
り
新
公
債
が
交
付
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
明
治
六

八
年
（
一
八
七
三

一
八
七
五
）
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
同
六
年
は
額
面
金
額
五
二
二
五
円
で
あ
る
た

め
受
取
利
息
は
二

九
円
。
同
七
年
は
上
期
（
四
月
一
八
日
ま
で
）
の
額
面
金
額

三
万
八

七
五
円
（

）
の
受
取
利
息
は
七
六
一
円
五

銭
、
下
期
（
一
二

月
一
八
日
ま
で
）
の
額
面
金
額
四
万
四
一
二
五
円
（

）
の
受
取
利
息
は
八

八
二
円
五

銭
、
合
計
す
る
と
一
六
四
四
円
。
同
八
年
は
上
期
（
三
月
三

日
ま

で
）
の
額
面
金
額
五
万
四
六
二
五
円
（

）
の
受
取
利
息
は
一

九
二
円
五

銭
、
下
期
（
一
二
月
一
五
日
ま
で
）
の
額
面
金
額
五
万
五
七
五

円
（

）
の
受
取
利
息
は
一
一
一
五
円
、
合
計
す
る
と
二
二

七
円
五

銭
。

そ
し
て
、
明
治
九

一
四
年
（
一
八
七
六

一
八
八
一
）
は
額
面
金
額
五
万
五

七
五

円
で
変
動
は
な
い
た
め
、
こ
の
受
取
利
息
は
一
ヶ
年
に
二
二
三

円
。

明
治
一
五

二
二
年
（
一
八
八
二

一
八
八
九
）
は
銭
佐
で
新
公
債
が
購
入
さ

れ
た
時
期
で
あ
る
。
同
一
五
年
は
額
面
金
額
の
変
動
と
受
取
利
息
は
次
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
、
上
期
は
四
月
二
一
日
に
額
面
金
額
三
四
五

円
が
償
還
さ
れ
る
が
、

同
日
に
二

円
（

）
も
購
入
し
て
い
る
た
め
、
二

円
を
加
え
て
額

面
金
額
五
万
七
七
五

円
に
な
り
受
取
利
息
は
一
一
五
五
円
、
下
期
は
額
面
金
額

五
万
七
七
五

円
よ
り
償
還
分
三
四
五

円
を
差
し
引
き
、
七
月
に
一
五

円

（

）
を
購
入
し
た
た
め
額
面
金
額
五
万
五
八

円
に
な
り
受
取
利
息
は
一

一
一
六
円
、
合
計
す
る
と
二
二
七
一
円
。

明
治
一
七
年
四
月
に
額
面
金
額
一

円
の
償
還
と
購
入
（

）
が
あ
る
も

の
の
、
同
一
六

二
一
年
（
一
八
八
三

一
八
八
八
）
は
額
面
金
額
五
万
五
八

円
と
考
え
ら
れ
、
受
取
利
息
は
一
ヶ
年
に
二
二
三
二
円
に
な
る
と
推
計
さ
れ

る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
同
二

年
一
月
六
日
の
付
替
等
（

）
の
一
七
八
七

円
を
除
外
す
れ
ば
、
同
二

年
と
二
一
年
に
つ
い
て
も
額
面
金
額
五
万
五
八

円
の
状
態
で
あ
る
と
言
え
る
。

明
治
二
二
年
は
、
上
期
が
額
面
金
額
五
万
五
八

円
で
あ
る
た
め
受
取
利
息

一
一
一
六
円
、
下
期
は
七
月
に
一
六

円
を
購
入
し
た
た
め
額
面
金
額
五
万
七

四

円
に
な
り
受
取
利
息
一
一
四
八
円
、
合
計
す
る
と
二
二
六
四
円
。

明
治
二
三

二
五
年
（
一
八
九

一
八
九
二
）
は
額
面
金
額
五
万
七
四

円
に
な
る
た
め
、
受
取
利
息
は
一
ヶ
年
に
二
二
九
六
円
。

明
治
二
九
年
の
償
還
終
了
が
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
銭
佐
所
有
の
新
公
債
も
同
二

六
年
よ
り
本
格
的
に
償
還
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
こ
の
時
期
の
受
取
利
息
も
大
凡
で

推
計
し
た
い
。
同
二
六
年
は
額
面
金
額
五
万
七
四

円
分
で
受
取
利
息
二
二
九

六
円
、
同
二
七
年
は
額
面
金
額
四
万
一
一
七
五
円
分
で
受
取
利
息
一
六
四
七
円
、

同
二
八

二
九
年
（
一
八
九
五

一
八
九
六
）
は
額
面
金
額
四
万
八
七
五
円
で
受

取
利
息
が
一
ヶ
年
に
一
六
三
五
円
と
考
え
ら
れ
る
。

主
に
金
禄
公
債
の
表

で
は
、
新
公
債
額
面
金
額
八

円
が
交
じ
り
そ
の
受

取
利
息
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
明
治
一
六
年
は
受
取
利
息
一
七

円
と
売
却
益
三
九
六
円
四
四
銭
の
合
計
は
五
六
六
円
四
四
銭
、
同
一
七
年
は
受

取
利
息
二
四
九
円
六
六
・
七
銭
と
売
却
益
八
円
二
五
銭
の
合
計
は
二
五
七
円
九

一
・
七
銭
、
同
一
八
年
は
受
取
利
息
二
二
六
円
と
利
益
八
二
円
五

銭
の
合
計
は

三

八
円
五

銭
、
同
一
九
年
は
受
取
利
息
二
七
九
円
に
な
る
。



表

に
お
け
る
新
公
債
の
受
取
利
息
の
推
計
の
意
義
は
、
そ
れ
ら
全
て
を
合
計

す
る
と
約
五
万
円
に
及
び

（

）
、
銭
佐
の
資
本
形
成
上
で
も
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
銭
佐
が
所
有
す
る
公
債
で
は
、
新
公
債
が
受
取
利
息

や
償
還
で
最
も
重
視
さ
れ
、
次
い
で
金
禄
公
債
も
資
産
運
用
手
段
と
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
窺
い
知
れ
よ
う
。
ま
た
、
銭
屋
佐
一
郎

銀
控
帳

で
は
公
債
利
息
の
他

に
金
銀
貨
取
引
に
よ
る
利
益
も
見
受
け
ら
れ
、
野
村
な
ど
明
治
の
両
替
商
的
活
動

も
窺
わ
せ
る

特
に
本
稿
で
は
新
公
債
に
関
し
て
、

諸
家
貸

の
新
公
債
の
額
面
金
額
残
高

に
基
づ
き
受
取
利
息
の
推
計
を
試
み
た
。
し
か
し
、

諸
家
徳

で
の
明
治
六

八
年
（
一
八
七
三

一
八
七
五
）
の
新
公
債
徳
と
受
取
利
息
の
推
計
高
は
対
応
し

な
い
た
め
、
当
然
の
事
と
し
て
そ
れ
は
銭
佐
が
所
有
す
る
新
公
債
の
額
面
金
額
残

高
の
実
態
に
も
齟
齬
が
生
じ
る
。
そ
の
た
め
、
銭
佐
の
公
債
か
ら
の
受
取
利
息
を

把
握
し
て
い
く
こ
と
は
、
近
代
資
本
家
の
資
産
例
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
上
で
意

味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
正
確
に
計
算
し
て
い
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
本

稿
で
の
分
析
か
ら
銭
佐
の
公
債
に
つ
い
て
の
結
論
は
次
の
二
点
に
な
る
。

一
つ
は
、
新
公
債
で
は
交
付
・
譲
受
の
他
に
、
購
入
も
つ
い
て
も
積
極
的
に
行

わ
れ
て
い
る
。
基
本
的
に
新
公
債
は
、
銭
佐
か
ら
そ
れ
に
つ
い
て
の
売
却
は
行
わ

れ
て
お
ら
ず
、
所
有
し
た
全
て
の
も
の
が
最
後
ま
で
償
還
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、

旧
公
債
に
つ
い
て
も
明
治
三
二
年
ま
で
は
政
府
か
ら
交
付
さ
れ
た
分
も
含
め
て
そ

の
ま
ま
所
有
さ
れ
て
償
還
さ
れ
て
い
た
。
銭
佐
の
大
名
貸
債
権
だ
っ
た
も
の
は
多

く
が
新
公
債
に
変
化
し
、
銭
佐
は
そ
れ
を
保
持
す
る
こ
と
で
償
還
や
受
取
利
息
の

意
味
で
も
経
済
的
余
力
に
な
っ
た
こ
と
は
確
実
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

二
つ
は
、
金
禄
公
債
に
関
し
銭
佐
で
は
ほ
ぼ
年
に
一
度
は
利
率
の
高
い
金
禄
公

債
を
六

二
二

円
の
間
で
購
入
し
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
投

資
対
象
と
な
っ
た
金
禄
公
債
は
、
最
初
は
七
％
利
付
だ
っ
た
が
一

％
利
付
へ
と

シ
フ
ト
し
、
一

％
利
付
が
償
還
終
了
に
な
る
と
ま
た
七
％
利
付
へ
と
戻
っ
て

い
っ
た
。
そ
の
た
め
、
金
禄
公
債
勘
定
は
利
率
の
高
い
公
債
が
多
い
こ
と
か
ら
、

受
取
利
息
を
目
的
と
し
た
勘
定
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

今
後
の
課
題
と
し
て
、
銭
佐
よ
り
古
く
経
営
規
模
も
大
き
い
が
、
朝
敵
藩
へ
の

集
中
投
資
傾
向
や
藩
債
処
分
で
旧
公
債
が
多
い
点
は
銭
佐
と
は
対
照
性
が
見
ら
れ

る
両
替
商
森
本
家
近
江
屋
半
左
衛
門
・
猶
之
助
の
事
例
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。

〔
付
記
〕

本
稿
は
逸
身
家
文
書
研
究
会
で
の
報
告
を
も
と
に
作
成
し
て
い
る
。

注（

）

諸
家
貸

（
嘉
永
元
年

明
治
一
九
年
〔
大
阪
歴
史
博
物
館
寄
託

逸
身
家
文

書
七

一
〕）。

（

）
小
林
延
人

史
料
解
題

諸
家
貸

逸
身
喜
一
郎
・
吉
田
伸
之
編

両
替
商

銭
屋
佐
兵
衛

四
代
佐
兵
衛
評
伝

東
京
大
学
出
版
会
、
二

一
四
年
、
三
七

六

三
七
七
頁
。



銭屋佐兵衛と公債

（

）
中
原
家
鴻
池
屋
で
も

座

と
称
し
て
い
る
（
中
川
す
が
ね

中
原
庄
兵
衛
家

万
留
帳

の
分
析

待
兼
山
論
叢
（
史
学
篇
）

二
四
号
、
大
阪
大
学
、
一
九

九

年
。）。

（

）
主
に
次
の
成
果
が
あ
げ
ら
れ
る
。

大
坂
両
替
商
逸
身
家
文
書
現
状
記
録
調
査
報

告
書

東
京
大
学
、
二

一

年
。

共
同
研
究
成
果
報
告
書

大
坂
の
両
替
商

銭
屋
佐
兵
衛
の
研
究
と
展
示

大
阪
歴
史
博
物
館
、
二

一
六
年
。
逸
身
喜
一

郎
・
八
木
滋

両
替
商
銭
屋
佐
兵
衛
の
分
家
と
別
家

大
阪
歴
史
博
物
館

研
究

紀
要

一
四
号
、
二

一
六
年
。

（

）
小
林
延
人

幕
末
維
新
期
に
お
け
る
銭
佐
の
経
営

一
九
七

二

七
頁
、
須

賀
博
樹

銭
佐
と
因
州
鳥
取
藩

三
二
七

三
四
三
頁
、
中
西
聡

逸
身
銀
行
の

設
立
・
展
開
と
そ
の
破
綻

二
一
七

二
三
二
頁
（
逸
身
喜
一
郎
・
吉
田
伸
之
編

両
替
商

銭
屋
佐
兵
衛

逸
身
家
文
書
研
究

東
京
大
学
出
版
会
、
二

一

四
年
）。
野
田
正
穂
は
公
債
取
引
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
明
治
九
年
に
改
め
ら
れ

た
国
立
銀
行
条
例
で
公
債
納
入
額
を

市
中
売
買
ノ
時
相
場
（
一
八
条
）

と
し
て

お
り
、
金
禄
公
債
交
付
開
始
の
同
一
一
年
七
月
ま
で
に
三
九
の
国
立
銀
行
が
設
立

さ
れ
、
こ
れ
ら
は
公
債
を
両
替
商
な
ど
か
ら
買
い
入
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の

後
の
野
村
な
ど
明
治
の
銭
両
替
か
ら
公
債
取
引
所
、
そ
し
て
株
式
取
引
所
へ
の
発

達
を
述
べ
て
い
る
（
野
田
正
穂

明
治
初
期
の
公
債
投
機
と
株
式
取
引
所
の
成
立

金
融
経
済

九
九
号
、
有
斐
閣
、
一
九
六
六
年
）。

（

）

明
治
大
正
大
阪
市
史

（
七
巻
史
料
篇
）
一
九
三
三
年
、
一
二
五
六
頁
。

（

）

明
治
大
正
大
阪
市
史

（
七
巻
史
料
篇
）
一
九
三
三
年
、
一
二
五
七
頁
。

（

）

諸
藩
貸
上
明
細

（
明
治
六
年
〔
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
所
蔵

佐
古

慶
三
教
授
収
集
文
書

銭
屋

一

三

〕）。
以
下
〔
佐
古
文
書
〕
と
略
す
。

（

）

藩
債
輯
録

大
内
兵
衛
・
土
屋
喬
雄
編

明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成

九

巻

明
治
文
献
資
料
刊
行
会
、
一
九
六
三
年
、
一
二
頁
。

（

）

日
記

（
慶
応
四
年
七

一
二
月
〔
佐
古
文
書

銭
屋

一

一
九
〕）。

（

）

諸
藩
貸
上
証
文
写

（
明
治
〔
佐
古
文
書

銭
屋

一

二
四
〕。

（

）
加
島
屋
作
兵
衛
家
文
書
に
あ
る
小
田
原
藩
債
の

加
島
屋
専
蔵
出
銀
高
書
抜

（
元
治
元
年

慶
応
二
年
〔
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵

加
嶋
屋
長
田
家
文
書

二
六

一

四
五
〕）
も
こ
の
性
格
の
史
料
で
あ
る
。

（

）

明
治
財
政
史

（
八
巻

国
債
一
）
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
二
年
、
八
三
九

八
四

頁
。

（

）
銭
佐
に
お
け
る
新
公
債
の
購
入
価
格
の
傾
向
は
、
額
面
金
額
一

円
に
対
し

明
治
一
五
年
で
は
五
五

五
六
・
二
円
だ
っ
た
が
、
同
一
七
年
で
は
七
六
・
四

円
、
同
二
二
年
で
は
六
六
・
六
五
円
と
い
う
よ
う
に
上
が
っ
て
い
る
。

（

）

諸
家
徳

（
文
政
二
年

明
治
八
年
〔
大
阪
歴
史
博
物
館
寄
託

逸
身
家
文
書

七

三
六
〕）。

（

）
新
公
債
の
利
息
は
額
面
金
額
の
年
四
％
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
か
ら
額
面
金
額
を

推
計
し
た
。

（

）

明
治
財
政
史

（
八
巻

国
債
一
）
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
二
年
、
八
四
一

八
四
二
頁
。

明
治
財
政
史

（
九
巻

国
債
二
・
準
備
金
）
吉
川
弘
文
館
、
一
九

七
二
年
、
二
五
七
頁
。

（

）

明
治
財
政
史

（
八
巻

国
債
一
）
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
二
年
、
八
四
四

八
四
九
頁
。

国
史
大
辞
典

。

（

）

明
治
財
政
史

（
八
巻

国
債
一
）
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
二
年
、
八
五

八
五
一
頁
。
戒
田
郁
夫

明
治
前
期
に
お
け
る
日
本
の
国
債
発
行
と
国
債
思
想

関
西
大
学
出
版
部
、
二
一
頁
。
戒
田
郁
夫
に
よ
る
明
治
一
一
年
の
起
業
公
債
発
行

時
の
研
究
で
は
、
京
阪
の
公
債
応
募
状
況
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

大
阪
で
の
応
募
勧
誘
に
は
五
代
友
厚
が
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
て
お
り
、
他
方
で

大
阪
の
資
産
家
の
中
に
は
起
業
公
債
を
旧
幕
府
の
御
用
金
同
様
に
心
得
違
い
を
す

る
者
も
多
か
っ
た
と
い
う
。
公
債
証
書
は
無
記
名
で
利
子
つ
き
、
紙
幣
と
同
様
で

あ
る
た
め
商
売
の
取
引
勘
定
に
も
使
用
で
き
る
利
便
さ
も
あ
っ
た
が
応
募
が
京
都

よ
り
少
な
い
の
は
、
大
阪
経
済
に
構
造
変
化
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
金

貸
し
よ
り
商
人
が
多
く
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
戒
田
郁
夫

明
治

前
期
に
お
け
る
国
債
思
想
の
展
開

起
業
公
債
発
行
問
題
を
め
ぐ
っ
て
（

）

関
西
大
学
経
済
論
集

四
一
巻
五
号
、
一
九
九
二
年
、
一
八

二
二
頁
。）。

（

）
一
一
月
一
四
日
の
金
禄
公
債
の
受
取
利
息
は
計
一

円
（

と

）

だ
が
、
そ
れ
は

一
二
月
六
日
の
金
禄
公
債
（
乙
号
・
年
利
六
％
、
額
面
価
格
一



円
）
の
購
入
代
金
九
四
円
五

銭
に
充
て
ら
れ
た
よ
う
に
も
見
え
る
。

（

）
計
二
二
七
二
円
五
四
・
三
銭
に
関
す
る
二
つ
の
処
理
は
不
明
で
あ
る
。

（

）

明
治
財
政
史

（
八
巻

国
債
一
）
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
二
年
、
八
五
六

八
五
七
頁
。

国
史
大
辞
典

。

（

）

銀
控
帳
（
銭
屋
佐
一
郎
店
）
（
天
保
九
年

明
治
一
二
年
〔
大
阪
歴
史
博
物
館

寄
託

逸
身
家
文
書
二

五
四
〕）。

（

）
新
公
債
受
取
利
息
四
万
九
四
六
八
円
五

銭
、
金
禄
公
債
受
取
利
息
九
二
四
円

六
六
・
七
銭
、
合
計
す
る
と
五
万
三
九
三
円
一
六
・
七
銭
。
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